


 

序     文 

 

日本国政府は、ギニア共和国政府の要請に基づき、同国向けの食糧増産援助に係る調査を行うこ

とを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 16 年 10 月に調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、ギニア共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国内作

業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを

願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
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単位換算表 

面積 

名称 記号 換算値 
平方メートル m2 （1）
アール a 100
ヘクタール ha 10,000
平方キロメートル km2 1,000,000

 

容積 

名称 記号 換算値 
リットル L （1）
立法メートル m3 1,000

 

重量 

名称 記号 換算値 

グラム g （1）
キログラム kg 1,000
トン t 1,000,000

 

 

円換算レート（2004 年 11 月に於ける現地調査時点） 

1.00 USD = 109.05 円 
1.00 USD = 2,000 GF 
1.00 GF = 0.04 円 
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第１章 調査の概要 

１－１ 調査の背景と目的 

（１）背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として成

立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約1に基づき、1968 年度から食糧援助（以下、

「KR」という）を開始した。  
一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農業

物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以降、日

本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資機材につ

いても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 
1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助（Grant 

Aid for the Increase of Food Production）（以下、「2KR」という）」として新設した。 
以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を支援

することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対し 2KR
を実施してきた。 

一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助（2KR）
の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開するとと

もに、廃止を前提に見直す。」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動計画」において、「2KR
については廃止も念頭に抜本的に見直す。」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12
月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12 月

に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 
① 農薬は原則として供与しないこと 
② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した上で、

その供与の是非を慎重に検討すること 
③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 
④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあり方

につき適宜見直しを行うこと 
 

上記方針をふまえ外務省は、平成 15 年度の 2KR 実施に際して、2KR の要望調査対象国約 60 カ国

の中から、2KR 予算額、我が国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案して 16 カ国を供

与候補国として選定し、JICA に調査の実施を指示した。 
また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 
① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資金の

小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 
 
② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交換

                                                  
1 現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど７カ国、および EU（欧州共同体）とその

加盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 
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会の制度化 
③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 
 
これを受けて JICA は、全候補国に現地調査団を派遣し、ニーズ、実施体制、要請の具体的な根拠

等について従来以上に詳細な調査を行うとともに、国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関

係者から 2KR に対する意見を聴取した。さらに、要請された個々の品目及び数量について必要性及

び妥当性を検討した。その結果、2 カ国について実施体制の不備等を理由に供与が見送られ、5 カ国

について要請品目の一部が削除された。また、1 カ国について農業機械のオペレーターやメカニック

を対象としたセミナーを内容とするソフトコンポーネントが、2KR で初めて実施された。 
 
なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向け

た開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と検討を

踏まえ、平成１７年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、

小農とすることを一層明確化することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援する方針であ

る。 
 

（２）目的 

外務省は、平成 15 年度の実績をふまえ、平成 16 年度についても 16 カ国の候補国を選定し、それ

ら候補国全てについて、ニーズ、実施体制、モニタリングの現状、評価体制を確認したうえで供与の

是非を検討するため、JICA に調査の実施を指示した。本調査は、そのうちギニア共和国（以下、「ギ」

国という）について、平成 16 年度の 2KR 供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容

の妥当性を検討することを目的として実施した。 
 

１－２ 体制と手法 

（１）調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備作業、現地調査、帰国後の取りまとめから構成される。 
現地調査においては、時間的、物理的な制約の中で可能な限りギニア国政府関係者、農家、国際

機関、NGO、資機材配布機関／業者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、ギニア国における

2KR のニーズ及び実施体制を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の

取りまとめにおいては、現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 
 

（２）調査団員 

総括・計画管理 青木 利道 JICA フランス事務所 次長 

食糧増産計画 金澤 仁 （財）日本国際協力システム 業務部 

資機材計画 山本 早百合 （財）日本国際協力システム 業務部 

通訳 森田 俊之 （財）日本国際協力センター 
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（３）調査日程 

  日  程   行  程 

      午前 午後 
（金澤・山本・森田） （青木） 宿泊 

1 10 月 29 日 土   

東京発 

11:10 （JL405）→ 

ﾊﾟﾘ着 16:35 

  ｺﾅｸﾘ/ﾊﾟﾘ 

2 10 月 30 日 日   
ﾊﾟﾘ 10:50 発（AF766）

→ｺﾅｸﾘ着 16:15 
  ｺﾅｸﾘ 

3 10 月 31 日 月 
大使館表敬 

協力省表敬・協議 
協議 同左   ｺﾅｸﾘ 

4 11 月 1 日 火 農業省表敬・協議 協力省協議 同左   ｺﾅｸﾘ 

5 11 月 2 日 水 協力省・農業省協議 協議 同左   ｺﾅｸﾘ 

6 11 月 3 日 木 
SG2000 

全国農業会議所 
WFP 同左   ｺﾅｸﾘ 

7 11 月 4 日 金 
世銀 

FAO 

移動 

州農業会議所 
ｷﾝﾃﾞｨｱ   ｷﾝﾃﾞｨｱ 

8 11 月 5 日 土 ｻｲﾄ調査 ｻｲﾄ調査 ｷﾝﾃﾞｨｱ   ｷﾝﾃﾞｨｱ 

9 11 月 6 日 日 ｻｲﾄ調査 
移動 

団内打合せ 
同左 ﾊﾟﾘ→ｺﾅｸﾘ ｺﾅｸﾘ 

10 11 月 7 日 月 協議 資機材販売店（肥料） 同左 同左 ｺﾅｸﾘ 

11 11 月 8 日 火 
港湾施設、 

中央倉庫視察 
ｻｲﾄ調査 ｺﾅｸﾘ近郊 同左 ｺﾅｸﾘ 

12 11 月 9 日 水 
農業機械研修センター 

（CEPERMAG） 

資機材販売店（農機）

ミニッツ協議 
同左 同左 ｺﾅｸﾘ 

13 11 月 10 日 木 
資料整理 

（祝日のため） 

資料整理 

団内打合せ 
同左 同左 ｺﾅｸﾘ 

14 11 月 11 日 金 

ミニッツ協議 

ミニッツ署名 

大使館報告 

  

ｺﾅｸﾘ発 

19:55（V7 721）→  

ﾀﾞｶｰﾙ着 21:10  

ﾀﾞｶｰﾙ発 23:55 

(AF719) 

同左  機中泊 

15 11 月 12 日 土     
ﾊﾟﾘ着 06：25  

ﾊﾟﾘ発 16:55（JL416） 
ﾀﾞｶｰﾙ 機中泊 

16 11 月 13 日 日     →東京着 12:50 パリ着   
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（４）面談者リスト 

在ギニア日本国大使館 

塚原 大貮  参事官 

藤川 雅大  三等書記官  

 

協力省 

Mr. Abdoul Aziz BAH 官房長 

Mr. MohamedⅡCISSE 事務次官 

Mr. Sékou KABA 援助管理課資材受領配布係長 

Mr. Bachir DIALLO 援助管理課会計係長 

Mr. Oumar SANE 二国間援助課アジア係長 

Ms. Sylla Safiatou CAMARA 二国間援助課アジア係 

 

農業・牧畜・水・森林省 

Mr. Jean Paul Sarr 大臣 

Mr. Abdoulaye Cherif Sylla 官房長 

Mr. Abdoul Karim CAMARA 農業局長 

Mr. Moriba PIVI 植物防疫課長 

Mr. Abdourahamane BALDE 植物防疫課農薬管理登録係長 

 

全国農業会議所（CNA） 

Mr. Elhadj Mohamed NOBA 第一副議長 

 

FAO ギニア事務所 

Mr. Ari Toubo IBRAHIM 所長 

Mr. Mamadou Kaba SOUARE プログラム担当 

 

世界銀行ギニア事務所 

Mr. Zie Ibrahima COULIBALY インフラ・給水分野担当 

 

笹川グローバル 2000（SG2000）ギニア事務所 

Dr. Sidifa CONDE 土壌肥沃化コンサルタント 

Mr. Alpha WANN 会計 

  

キンディア州農業会議所（CRA） 

  Mr. Mamadouba BANGOURA   議長 
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キンディア県農業会議所（CPA） 

  Mr. Moussa SOUMAH    事務長 

 

ギニア畜力牽引ネットワーク（RGTA） 

  Mr. Abdoulaye CAMARA 調整役 

 

キンディア経済振興協会（APEK） 

  Mr. Ismael Babady CAMARA 会長 

 

キンディア野菜栽培農民連合（UGMK） 

   Mr. Morlaye SYLLA 議長 

 

農業機械化試験研修センター（CEPERMAG） 

    Mr. Abdoulaye Bano SOW 所長 
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第 2 章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

２－１ 実績 

「ギ」国に対する我が国の 2KR 実績を表 2-1 に示す。「ギ」国に対する 2KR は昭和 60（1985）年

度に開始され、平成 4（1992）年度を除き平成 13（2001）年度まで継続して実施され、塁計 54.7 億

円が供与された。 
 

表 2-1 「ギ」国に対する 2KR 供与実績 

（単位：億円） 
年度 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 

E/N 額 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 

年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 合計 

E/N 額 4.0 3.5 3.5 3.5 2.9 3.0 2.8 2.5 54.7 

 （出典：ODA 白書） 
 
至近 5 か年（1997-2001 年度）の 2KR における調達実績を、表 2-2（肥料）、表 2-3（農業機械）に

示す。 
表 2-2 及び表 2-3 に示すとおり、肥料は主として尿素、硫安及び化成肥料（NPK）が調達され、農

業機械については､主としてトラクター及び灌漑用ポンプが調達された。これらの資機材の保管・販

売場所となっている農業・牧畜・水・森林省（以下、農業省）の中央倉庫を確認したところ、過去調

達された 2KR 資機材は全て販売されており、2004 年 11 月時点で在庫は確認されなかった。 
 

表 2-2 年度別 2KR 調達実績（肥料） 

（単位：トン） 

 （出典：JICS 調達実績データベース） 

 

肥料名 1997 1998 1999 2000 2001 合計
　尿素 300 350 366 300 720 2,036
　硫安 100 500 600
　硫酸カリ (SOP) 150 150 170 470
　 NPK 17-17-17 375 426 900 1000 2,701
　 NPK 14-23-14 500 500
　 DAP 18-46-0 100 100
   TSP 0-46-0 100 100 165
　硝安（CAN) 235 235



- 7 - 

表 2-3 年度別 2KR 調達実績（農業機械） 

 （単位：台） 

 （出典：JICS 調達実績データベース） 

 

２－２ 効果 

２－２－１ 食糧増産面 
 2KR の調達資機材による食糧増産効果については、食糧増産効果を計る指標として、作付面積の

拡大、主要作物の生産量の増加や食糧自給率の向上等が挙げられるが、2KR の効果だけを切り離し

て、定量的に測定することは困難である。なぜなら食糧増産効果は、農業資機材、肥料、農薬の投入、

灌漑設備等の農業インフラ整備、営農技術の普及、クレジット制度を含む資金へのアクセス手段の確

保等、様々な支援が織り合わされて現れるからである。 
 しかしながら、今次調査において、｢ギ｣国実施機関である協力省、農業省及びエンドユーザーであ

る農民の評価を総合すると、2KR 肥料による増産効果は大きく、また農業省が実施した研究結果で

は、次頁表 2-4 に示すとおり 2KR 肥料の増産効果が確認された。 

農業機械名 1997 1998 1999 2000 2001 合計

　乗用トラクター 3 3 2 8
　歩行用トラクター 3 6 2 11
　ディスクプラウ 3 3 2 8
　トレーラー 3 3 6 4 16
　ボトムプラウ 6 4 10
　ディスクハロー 3 3 2 8
　リッジャー 6 2 8
　灌漑用ポンプ 10 6 16
　自動脱穀機 3 3
　籾摺り精米機 3 4 7
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表 2-4 2KR 肥料の増産効果 

（出典：農業省提出資料） 

 

農業省の研究機関であるギニア農業研究所（IRAG : Institut de Recherche Agronomic de Guinée）によ

り実施された実験によると、2KR 肥料（尿素及び NPK 17-17-17）を用いて施肥無しと施肥有りの単

収を比較した結果、表 2-4 に示すとおりイネは 7～12％、トウモロコシは 18～81％、キャッサバは

15～24％の増産効果が確認された。 
さらに、キンディア地方におけるサイト調査で実施した農民に対する聴取結果では、施肥なしの場

合と比較して、2KR 肥料を投入した場合には、イネの単収が 1 トンから 4 トンへ約 4 倍に増え、ト

ウモロコシの場合 2 トンから 5 トンへ約 2.5 倍の増産効果が認められた。 
なお、上記増産効果は、2KR 肥料に限ったものではなく、他のルートから購入した場合でも同様

の効果が見られたと考えられる。しかし、2001 年にギニア国内で流通した全肥料 5,520 トンのうち約

42％の 2,320 トンを 2KR 肥料が占めたこと、1 また民間によって輸入販売されている肥料の価格が約

70,000 ギニアフラン（GF）（2,800 円 2）であるのに対し、2KR 肥料の価格が約 20,000 GF（800 円）

とおよそ 1/4 以下であることを踏まえると、農民が購入する肥料の多くは 2KR 肥料であると推測で

きる。 

                                                  
1  第 3 章 表 3-7 農業資機材輸入統計参照 
2 1 円 ≑ 25 GF (出典：IMF Statistical Appendix Official Rate as of December 2003) 

施肥無し
2KR肥料
投入後

イネ コレンテ
NPK 17-17-17
尿素

150 kg
70 kg 1.80 2.05 12%

サマヤ
NPK 17-17-17
尿素

150 kg
70 kg 1.10 1.19 8%

スゲタ
NPK 17-17-17
尿素

150 kg
70 kg 1.4 1.51 7%

トウモロコシ コレンテ
NPK 17-17-17
尿素

150 kg
70 kg 0.7 0.85 18%

バムバン
NPK 17-17-17
尿素

150 kg
70 kg 1.2 2.43 51%

キリシ
NPK 17-17-17
尿素

150 kg
70 kg 1.8 2.5 28%

コリアベ
NPK 17-17-17
尿素

150 kg
70 kg 1.5 8.00 81%

キャッサバ フラヤ NPK17-17-17 200 kg 7.0 8.19 15%

コレンテ NPK17-17-17 200 kg 7.8 10.3 24%

バングヤ NPK17-17-17 200 kg 7.5 9 17%

増産効果

単収（t/ha）
対象作物 対象地域 肥料名

施肥量
(ha当り）
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２－２－２ 外貨支援面 

表 2-5 に「ギ」国の貿易収支を示す。「ギ」国は、ボーキサイト、金、ダイヤモンド等の鉱物資源

を豊富に埋蔵し、これらを採掘して輸出を行っている。これら地下資源の恩恵を受け、貿易収支は概

ね黒字であるが、独立後の社会主義体制による混乱、及びインフラ整備の遅れからこれら資源の存在

は必ずしも経済開発に結びついていない。また、対外債務は高い水準にあり、2000 年における対 GDP 
3 比は 62％となっている。加えて図 2-1 に示すとおり近年米ドルに対し急激なギニアフラン安傾向に

あり、5 年前と比較すると約 1/2 に下落している。このような状況の下、外貨による物資調達が非常

に困難になっている。 
2KR の輸入総額に占める割合は 1％にも満たないが、こうした状況に鑑みれば、2KR は農業資機材

輸入のための貴重な資金源として、重要な役割を果たしてきたといえる。 
 

表 2-5 「ギ」国の貿易収支 

（出典：IMF: International Financial Statistics） 

0

500
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1500

2000

2500

3000

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

ギニアフランレート

GF

 

（出典：IMF: International Financial Statistics） 

図 2-1 対米ドルギニアフランレート（1999～2004） 

                                                  
3 5,351 百万ドル（出典：IMF Statistical Appendix） 

1999 2000 2001 2002
貿易収支 (百万ドル） 53.9 79.3 16.9 217.7
輸出 (百万ドル） 635.7 666.3 731.0 886.0
輸入 (百万ドル） 581.7 587.1 561.9 668.4
対外債務 (百万ドル） 3,518.4 3,388.0  -  -
外貨準備高 (百万ドル） 119.7 147.9 200.2 171.4
E/N額 (億円） 3.0 2.8 2.5 -
E/N額 (百万ドル） 2.634 2.624 2.019 -
輸入額に対する2KRの割合 0.45% 0.45% 0.36% -

年度
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２－２－３ 財政支援面 

 「ギ」国では全労働人口の約 80％が農業に従事しているものの、農業の生産性は低く、国内総生

産に占める農業分野の割合は 25％程度に留まっている。4 このような状況の下、農業国である「ギ」

国は、国家政策として農業開発及び食糧安全保障を重要視している。しかし、｢ギ｣国政府の予算はか

なり切迫した状況にあり、農業振興及び食糧増産のための農業開発プロジェクトを立案し、実施に移

すことが困難な状況にある。 
 これに対し、1985～2001年度の 2KR見返り資金積み立て義務額の総合計は約 353.59億GFとなり、

これは農業省の年間予算 1,583 億 GF（約 7,915 万ドル）5 の約 22％にも該当していることから、2KR
の見返り資金はギニア政府に対する財政支援として、大きな効果をもたらしている。 
 
２－３ ヒアリング結果 

ヒアリング結果及びアンケート結果を以下に示す。 

 
２－３－１ ギニア側実施機関 

（１）協力省 
 平成 13（2001）年度 2KR から実施機関となった協力省は、「ギ」国における農業生産の向上には

単収をあげることが重要であり、そのために肥料は不可欠であるとの見解を示した。また、「ギ」国

の北部で耕地の約 600 万 ha が、スコールなどの激しい降雨のために土壌中の栄養分が流亡し、農業

の生産性が低い状態にあることを例にあげ、こうした耕地に 2KR 肥料を投入することで単収があが

り、農業生産の向上による農民の現金収入の増加が期待できると強調した。 
なお、同省は 2KR による農機調達により農業省が従前より実施している農業の機械化促進への貢

献を企図している。購買力が低い小規模農民であっても、農民グループとして組織化し、ローカル

NGO や農民連合からクレジットによる資金提供を受ければ、農業機械を購入することが可能であり、

農業の機械化と農民の組織化という二つの目標を同時に達成することができると、同省は 2KR 農機

の調達を要望した。 

 
（２）農業省 

 農業省は、「ギ」国においては、全就労人口の 80％が農業分野に従事しており、年間 4,000mm を

超える雨量と通年にわたる農業生産が可能なため、同国がアフリカの「穀物倉庫」と称されていなが

ら、肥料があればイネの単収が 4～5ｔ/ha までにもあがるところ、肥料を使用しないため 2ｔ/ha 程し

か収穫できないことを例にあげ、折からの財政難、為替レートの下落及び外貨不足により同国では農

業資機材が慢性的に不足しており、2KR の再開を強く訴えた。 
 また、平成 14（2000）年度から農薬の供与が原則中止されたことについて、西アフリカにおける

本年の移動性バッタ発生に触れながら、肥料で生産をあげても移動性バッタを含む病害虫の被害にあ

うと作物が大きな損害を受けるため、農薬の供与停止は「ギ」国にとって辛い現実であるとの見解を

示した。なお、同省は、FAO にバッタ対策の一環として農薬の単独供与を要請したが、調査時点で

は FAO からの回答は得られていなかった。 

                                                  
4 ODA 国別データブック 2002 

5 1 USD = 2,000 GF (出典：IMF Statistical Appendix Official Rate as of December 2003) 
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農業省は、農薬の調達問題に触れつつも、現段階では肥料が単収向上のための も有効な資材であ

り、農業生産性を向上させ、食糧安全保障を達成するためには、2KR による肥料調達が不可欠であ

ること、また、購買力の低い小規模農民が購入可能な価格で 2KR 肥料を販売すれば確実な小農支援

となることを強調した。 

 
２－３－２ 関係機関 

全国農業会議所 

平成 13（2001）年度 2KR から資機材の配布機関となった全国農業会議所（CNA : Chambre Nationale 
de l’Agriculture）は、多くの小規模農民が、2KR で調達した資機材の恩恵を受けており、日本政府に

深く感謝していると言及しつつ、「ギ」国では肥料のニーズは高いが調達量が少ないため、小規模農

民は民間業者から質の低い肥料を高い値段で購入せざるを得ないことから、2KR の再開を強く希望

した。 
  
２－３－３ 民間資機材配布業者 

SAREF INTERNATIONAL 

SAREF INTERNATIONAL は 15 年前から｢ギ｣国で農薬を中心とした農業資機材を扱っているレバ

ノン系販売店である。 
同社は、「ギ」国における民間ベースの肥料の取引量は、まだ約 10,000 トン/年前後と少ないが、実

際は 30,000 - 40,000 トン/年 6 と推測される「ギ」国の高い肥料ニーズに対し、外貨不足に加えギニ

アフランの下落により海外からの肥料の買い付けがますます困難となっている現状では、2KR は民

間市場の形成に役立つとの見解を示した。また、同社の肥料の取扱量が近年拡大傾向にあるところ、

2KR の場合は、海外から外貨で肥料を購入するのではなく、協力省からギニアフランで購入できる

ため、2KR の肥料販売への参加を強く希望した。 

 
２－３－４ エンドユーザー 

（１）キンディア州の農民連合 

キンディア州には 5 つの県があり、各県に県農業会議所（CPA）が存在する。州農業会議所（CRA）

が各 CPA 議長を招集し、2KR 資機材の販売先を決定した上、CRA から NGO、農民連合（UNION）

等へ販売されている。 
キンディアには 1) 女性グループ 2、2) 穀物 1、3) 野菜 1、4) 果物 1、5) 養鶏 1 の計 6 つの作物

別 UNION があるが、訪問した UNION は野菜栽培を中心に行っている UNION である。キンディア

では 80％以上の小農が UNION に所属しており、UNION と協力関係にある大農が農業技術の指導を

行うなどしている。 
同 UNION は現在、コナクリの民間市場で一袋（50kg）あたり 65,000GF（2,600 円）の肥料を購入

し、コナクリからキンディアへの輸送費を加算した上、キンディアで 1 袋 75,000GF（3,000 円）で販

売している。肥料の対象作物については、尿素は主に、イネ、バナナ、トマト、サツマイモに使用さ

れ、NPK 17-17-17 は、トウモロコシ、イネ、バナナ、パームオイルに使用されている。 
現在、2KR が中断していることに関し、同 UNION は、無肥料の場合、イネの単収は 1 トン/ha だ

                                                  
6 有効成分以外を含む全量ベース 
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が施肥により 4 トン/ha となり、トウモロコシが 2 トン/ha から 5 トン/ha となることに言及しつつ、

民間市場で販売されている肥料や農薬は高価すぎて、平均的な農家は十分な量を購入することはでき

ず、平均的な農家が農業資機材を調達できる手段は 2KR のみであるため、2KR の早期再開を希望し

た。 
 
（２）ファラナ州の小規模農家 

 農業省の協力を得て、ファラナ州で 2ha の耕地面積を所有しコメや野菜を栽培する小規模農家に対

し聞き取り調査を行った。 
この調査の結果、同農家では NPK 17-17-17 等の肥料を民間市場で 90,000GF/50kg（3,600 円）で購

入していることが判明したが、この価格は、全国農業会議所（CNA）による 2KR 肥料販売価格の 3
倍である。 
 この農家はイネや野菜を栽培する農民グループに所属しているが、同農民グループにはほとんどの

農家が所属している。また、同農民グループは一日 200,000 GF（8,000 円）でトラクター1 台を大規

模農家より借用しており、2ha の土地しか所有しない小規模農家でも農機の利活用が可能となってい

る。 
この農家からは、2KR の資機材は貧困に苦しむ農民を助け、現金収入の向上を可能とする必要不

可欠な支援であるとの評価が得られた。 
 

（３）ゼレコレ州の農民組織 

 農業省の協力を得て、ファラナ州と同様の聞き取り調査を行った。その結果、ゼレコレ州でコメと

ともにコーヒーやカカオ等の換金作物を栽培する農民組織が、全国農業会議所（CNA）を通じて尿

素や NPK17-17-17 等の肥料 7 を 30,000GF 8（1,200 円）で購入し、一日 120,000GF（4,800 円）でト

ラクター 9 による賃耕サービスを受けていることがわかった。上述のファラナ州の小規模農家が大

規模農家に一日 200,000GF（8,000 円）でトラクターを借りていることと比較すると、この農民組織

が CNA を通して借りた場合の方が 4 割も安い。この農民組織からは、民間市場の農業資機材の販売

価格は高くて手が届かない一方、2KR は貧困層に資機材を供給する有益な支援であり、現在は中止

されているものの、今後、継続さらに拡大すべきであるとの意見が述べられた。 
また、ゼレコレ州ロラ県で、8ha の耕地面積を持ち、コーヒーやパームオイルなどの換金作物を中

心に栽培する農家からは、民間市場で販売されている農業資機材は高価で、資金調達手段が限られて

いるため入手が困難であり、肥料の不足が食糧増産の阻害要因となっているとの見解が示された。こ

の農家は 2年前からCNAを通じて 2KR資機材を購入し、食糧作物および換金作物に使用しているが、

近隣に農業資機材の販売店がないため、2KR は資機材ニーズを補完してくれるよい制度であるとの

評価が得られた。また、将来的に供与量を増やして欲しいが、まずは中断されている 2KR を再開し、

継続して欲しいとの要望があった。 

 
 
                                                  
7 2KR 肥料を含む。ただし数量は不明。 
8 中間手数料込み。 
9 2KR 農機を含む。ただし数量は不明。 
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（４）アンケート結果 

全国農業会議所（CNA）を通じて事前に配布したアンケートは、全国 25 軒の農家と 5 つの農民グ

ループから回答を得ることができた。アンケートに回答した農家の土地所有面積は 0.5ha から 75ha
とさまざまで、平均土地所有面積は 15.32ha であった。この中でトラクター等の農機を所有している

農家は 8 軒、賃耕サービス等のレンタルを利用している農家が 11 軒で、アンケートに回答した農家

の6割を占める15軒の農家が農機を所有またはレンタルしているとの結果が得られた。したがって、

農機へのアクセスが改善され、農機の使用率及び需要が年々高まってきていると考えられる。 
農業の成長阻害要因として挙げられたのは、やせた土壌、雑草の繁茂、農業機械化の遅れやポスト

ハーベスト・ロス等であった。また 2KR に対する主なコメントは、2KR 資機材は小規模農家にも手

の届く価格で、かつ質もよく、国内各地の倉庫を通じて生産者に配布されていたが、中断によって生

産者は市場価格で購入せざるを得なくなり、高い代償を払っているというものであった。 
 

２－３－５ 国際機関、ドナー、NGO 

（１）SG2000（笹川グローバル 2000） 

SG2000 は、1996 年にギニア政府と協定書（Protocole d’Accord）を締結し、ギニア農業研究所（IRAG）

との共同研究、農民への技術普及及び肥料販売にかかる指導助言を実施している国際 NGO である。

肥料については、1998 年にコートジボワールの肥料メーカー、Hydrochem やキンディアの農業資機

材販売店、Comptoir Agricole を通じて 123 トンの調達を行ったが、納期が大幅に遅れるなど調達手続

が思うように進まなかったため、2001 年以降 2KR 肥料を購入している。活動地域は、当初 4 州であ

ったが、1997 年から全国展開し、各地域でのニーズに合わせて活動を行っている。過去 3 年の肥料

配布実績は、2001 年は NPK 17-17-17 100 トン、尿素 100 トン、2002 年は NPK 17-17-17 85 トン、尿

素 15 トン、2003 年は NPK 17-17-17 126 トン、尿素 57 トンである。 
SG2000 のキンディア支部は、タマネギ、ジャガイモ、トマト、パームオイルなどの輸出換金作物

を栽培している農民は富裕層が多く、資金が潤沢にあるため肥料も独自で調達することができるが、

貧農にとって肥料の調達手段は極めて限られており、その唯一の手段が 2KR であることから、「ギ」

国における 2KR の実施は非常に大きな意味があると評価した。 
 
（２）RGTA （ギニア畜力牽引ネットワーク） 

RGTA（Réseau Guinéen de Traction Animale）は、もともとキンディアの牛耕による農業機械化を目

的として 1991 年に設立されたローカル NGO である。現在は、海岸ギニア、中部ギニア、高地ギニ

ア、森林ギニアの 4 地域と全国をカバーしている。主な活動内容は 6 つあり、①牛耕栽培にかかる技

術指導、②牛耕の普及、③女性グループに対する野菜栽培、染物、パームオイルによる石鹸作りなど

の収入向上活動支援、④農民機材整備、⑤農業資機材及びポストハーベスト資機材の供与、⑥農業組

織の財政支援である。 
同 NGO には個人農家 5,000 人が参加しており、60 人の代表からなる協議会、9 人の行政顧問、技

術部門などから構成されている。農業資機材の配布においては、農民のアクセスを改善すべく、対象

村落に販売所を設置し、対象村落を巡回する販売体制（移動販売所）を導入し、また活動資金の提供

を行った。 
販売方法は農業機械や牛などの販売の場合、クレジットによる購入が可能となっており、頭金 1/3

を支払い、2 年間で残りの 2/3 を支払うシステムである。肥料の販売の場合は、6 ヶ月間で支払いを
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完了しなければならない。支払期限を守らなかった場合、契約金額の 3％のペナルティーが課せられ

る。 
「ギ」国では全農民の 85％以上が人力及び牛耕による農業を営んでおり、トラクター等の農機の

使用率は 15％以下である。RGTA は国内に工場を持っており、簡易農機を製造している。製造可能

となった農機具としては、ボトムプラウ、リッジャー、落花生脱穀機、パームオイル搾油機等がある。

また、村落の鍛冶屋に対し訓練を行い、簡単な消耗品（ポンプ部品）を製造している。外国製品を輸

入すると高い上にメンテナンスが困難なので、国内で製造しコストを下げ、農機が持続的に使えるよ

う配慮している。なお、灌漑ポンプ（モーター）と籾摺り精米機は、構造が複雑であるため、まだ製

造する技術を持っていない。したがって、こうした機材については 2KR による支援を希望するとの

要望があった。 
 
（３）APEK 

キンディア経済振興会（APEK : Association pour la Promotion Economique de Kindia）は、1989 年に

村落開発を支援するキンディア地方のローカル NGO として設立された。食用作物、野菜、フォレカ

リア、サモティ・サナの４つの農民連合（UNION）、農民 6,000 人により構成されている。FAO が実

施する食糧安全保障プログラム（Programme Spécial pour la Sécurite Alimentaire, PSSA）の対象団体で

ある。PSSA は①農民の組織化、②農村金融の拡充、③農業資機材の提供が主たるコンポーネントで

ある。 
APEK にとって 2KR は肥料の主要調達先であったが、2KR が停止されてからフランスの協力を得

て、ロシアとベルギーから肥料（NPK17-17-17、尿素、硝酸カリを計 1,500 トン）を 77,000,000 GF（300
万円）で調達した経緯がある。調達資金は PSSA から確保した。肥料の保管・配布のため 2002 年に

キンディア近郊に 2 つのサテライト倉庫を建設した。現在 11 軒の倉庫の建設を計画中である。 
肥料の需要については、１つの UNION につき 150 トン、4 つの UNION で合計 600 トンのニーズ

があり、現在、協力省から全国農業会議所（CNA）経由で供給されている 120 トンの 2KR 肥料では

到底足りない。 
販売方法については、原則現金で取引を行っている。APEK は ASF（Association du Service Financier）

という独自の金融部門を持っており、毎月 5％（年利 60％）の金利（市中銀行<BICIGUI>は年利 25％）

で貸付を行っている。信用金庫のようなもので、会員になれば誰でもクレジットを受けられる。銀行

より審査も緩いため、利率は割高であるものの貧農にとってはアクセスしやすいマイクロクレジット

制度である。現在の貸付残高は、18,000,000 GF（72 万円）。会員費が一口 1,000 GF（40 円）で、一

口につき毎月 3.5％の配当金がもらえる仕組みになっている。 
農業資機材の中でも肥料は食糧増産に不可欠である。今後の 2KR は仲介業者を減らし、生産者に

直接資機材が届くような配布方法を検討すべきである。 
 
（４）World Bank（世界銀行：世銀） 

農業分野の担当者が空席となっていたため、インフラ・給水分野の担当者に「ギ」国における 2KR
実施についての意見を聴取したところ、同担当者より、①食糧増産のための小農支援として全国農業

会議所（CNA）を通じて全体の 60％を全国の食糧作物生産農家に配布しているとはいえ、民間業者

やエンドユーザーからすれば食糧作物も換金作物も違いはなく肥料は肥料であり、70,000GF（2,800
円）の市場価格と 19,500GF（780 円）の 2KR 価格の 2 つの価格があることは、民間市場の健全な育
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成に逆行する、②市場価格と 2KR 価格の価格差が大きいため、2KR 肥料はより大きな利潤を得よう

とする民間業者の投機の対象となる可能性が高く、小規模農民は購買力が弱いため、マーケットをコ

ントロールできないとの指摘があった。 
世銀の村落コミュニティー支援プログラム（PACV : Programme d’Apui aux Communautes 

Villageoises）は｢ギ｣国に存在する 303 のコミュニティーのうち 146 か所において実施されているが、

「ギ」政府の組織力には財政的な限界があり、援助効果の波及が困難であるため、コミュニティーへ

の直接支援を通じて農民の能力強化、組織化をめざしている。世銀担当者は、これをふまえ、「ギ」

国にとって確かに肥料は重要だが、政府が肥料を販売する場合は、その販売システムを援助側が管理

する必要があるとの見解を示した。 
  
（５）World Food Programme（WFP） 

WFP は現在、学校給食プロジェクトと村落開発プロジェクトの 2 つのプロジェクトを実施してい

る。学校給食プロジェクトは就学率の向上と児童の栄養改善を図るため小学校において学校給食を実

施するもの。他方、村落開発プロジェクトは、NGO とパートナーシップを組んで特に食糧が不足す

る時期に女性グループやプランテーションを支援している。また、農業プロジェクトも行ってお

り、 Food for Training 、つまり食糧を得るために畑で費やす時間を研修に当て、その分食糧を供与す

るという考えの下、農業技術研修を実施している。もちろん本来事業である食糧調達も行っている。 
WFP ギニア事務所長は、「ギ」国では食糧以外では簡易な調理用機材や農機具を供与しているもの

の、食糧はあまり大きなインセンティブにはならず、農機や現金を欲しがる傾向にあるが、農機を欲

しがる理由は、民間市場がまだ小さく価格競争が働かず農機は全般的に高値となっており調達が困難

であるためと分析している。特に農機をふくめ民間市場の商品が高値となっている理由として、①通

貨の価値が低下している、②政府の関与が大きい、③レバノン人が市場を独占しており、市場で売ら

れている製品を買占め、高い価格で販売している疑いがあることをあげた。また、「ギ」国の農業発

展阻害要因として、①土地の私有化が認められていない、②民間市場が未発達、③政府のみならずロ

ーカル NGO も未熟なため必要とされる農業技術の普及がなされていない、④農民の組織化が未発達

をあげた。 
また、同所長は、各国ドナーと国際機関の間での連携が十分取られていないため、今後 大限の効

果を生むためにも対話による援助協力が重要であると強調した。 
 
（６）FAO 

FAO は、1998 年農業省と共同でオブソレート農薬の調査を実施した。その後、同規模の追跡調査

は行っていないが、本年農薬調査にかかる 1,500 ドルの助成金を農業省に拠出した。農業省からは右

調査にかかる報告書を現在作成中との連絡を受けている。 
農業大臣からの農薬要請は受けた。移動性バッタの大群がモーリタニア、モロッコ、マリ、チャド

などの国を襲う可能性があったため周知のとおり国際社会に対する緊急アピールを出した。しかし、

「ギ」国や隣国のギニア・ビサウは、被害が少ないと予想されたため、今回の緊急アピールの対象か

ら外れており、今回の要請に対しても「ギ」国に満足な回答を出すことは困難と考えている。ただし、

2005 年はギニア地域にも移動バッタの脅威があるため、緊急援助によって農薬を供与する可能性は

ある。 
FAO の食糧安全保障プログラム（PSSA : Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire）では、「ギ」



- 16 - 

国 7 地方を全部カバーしており、2 月に 終報告ができる。コンポーネントは 4 つあり、①水、土地

管理、灌漑、土壌にかかる調査、②品種改良と技術移転、③生産活動の多様化、農村の活性化、魚の

養殖、畜産振興、④クレジット、法整備である。また、現在の「農業開発計画フェーズ 2（1998-2005）」
（LPDA 2）10 は 2005 年までの計画であるが、FAO は PSSA を通して本計画を支援している。なお、

現在「ギ」国とともに LPDA 3 を作成中である。 
世銀と FAO が共同で行った農業調査によると、農民の間では肥料や種子の不足が問題となってい

る。しかし、民間市場は組織されておらず、独自で肥料を購入できる農民組織は限られている状況で

ある。PSSA では、4 つの農民組織に対する支援協力を実施しているが、このうちキンディアの APEK
は、本プログラムの資金を活用して、ロシア及びベルギー製の肥料を独自に輸入することができた。

このように農民の組織化を FAO は支援しており、組織力のある農民組織が農業資機材の配布に参加

すべきだと考えている。 
 
２－３－６ 日本側関係者 

在ギニア日本国大使館 

「ギ」国ではイネの単収が 1 トン/ha と低いことからも、肥料の需要が高いことがわかる。肥料を

販売した見返り資金で穀類全体の輸入の 77％を占めているイネの普及促進が可能となれば、財政基

盤が脆弱な「ギ」国政府の外貨支援に貢献する。 

                                                  
10 次章に詳述 
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第3章 当該国における 2KR のニーズ 

３－１ 農業セクターの概況 

（１）農業開発計画 

1）農業開発計画 

 「ギ」国政府は、1991 年に農業セクター開発計画として「農業開発計画（1991-1995）」（LPDA : 
Lettre Politique du Développement Agricole）を策定した。また、1996 年 12 月に「国家開発計画」 
（Guinée Vision 2010）を策定し、2010 年における GDP 成長率 10％達成を目標としている。1998
年には、農業セクター開発計画として LPDA を引き継いだ「農業開発計画フェーズ 2 
（1998-2005）」（LPDA 2）を策定し、その主要目的として、主に①食糧自給の達成及び食糧輸入

の削減、②農作物輸出促進による収入増加、③自然資源の持続的管理、を掲げている。農業分野

での成長目標を 1999 年に年率 6％、2010 年に年率 10％に設定している。 
 

＜生産目標＞ 
1995 年～2010 年における主要食糧作物の生産目標は、以下の表 3-1 のとおりである。 
 

表 3-1 生産目標 1  

農業分野の成長率 6％/年 
総輸出に占める農業の割合 25％/年 
総輸入に占める農業の割合 15％/年の削減 
作物名 目標年 目標値 
イネ（籾） 2005年 生産量： 1,280,000t（年間増加率：7.3 %） 

     （2000年に897,000ｔ） 
作付面積：715,000ha（年間増加率：5.0 %） 
単収：1,790kg/ha（年間増加率：1.79%） 

トウモロコシ 2000年 生産量：130,000t （年間増加率：13.5%） 
フォニオ 2000年 生産量：120,000t（年間増加率：4.0%） 
キャッサバ 2000年 生産量：1,000,000t（年間増加率：12.0%） 
ジャガイモ 2000年 生産量：3,000t（年間増加率：20.0％） 

  （出典：LPDA 2 1998-2005） 

 
LPDA 2 で設定された目標を達成するため、「ギ」国政府は全国を対象地域としてイネ、トウ

モロコシ、フォニオ、キャッサバ、ジャガイモなどの主要食糧作物の増産を図るべく、日本国政

府に、肥料及び農業機械を調達するための無償資金協力を要請した。 
 

2） 2KR の位置付け 

人口の 52％ 2 が年収 300 ドル以下の貧困層を形成する「ギ」国においては、上記国家開発計

画における GDP 成長率 10％達成に向けて、全就労人口の 80％が従事する農業セクターの開発が

とりわけ重要である。このような観点から「ギ」国政府は農業セクター開発計画 LPDA1、2 を策

定し、食糧増産および食糧安全保障の強化を目標として掲げている。この戦略の中で、2KR は、

                                                  
1 表中の作付面積及び生産量は実際の数値と比較して矛盾があるが、ここでは計画上の数値をそのまま記載した。 
2 外務省国別データ 
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農業資機材調達の不可欠な手段として定められている。 
実際、2KR 以外の農業資機材調達の手段としては、農業省が国際機関や他ドナーと実施する各

プロジェクトの枠中で調達するか、一部の民間業者による輸入しかない。「ギ」国おける 2KR は、

最も信頼できる資機材調達源として、その比重が非常に高いことが、関係機関からのヒアリング

結果からもうかがえる。 
また、「ギ」国において、農業セクターは GDP の貢献度、食糧供給、雇用のいずれの面におい

ても重要であり、2002 年に策定された貧困削減戦略ペーパー（PRSP）においても、地方農村開

発は、貧困削減のための優先分野として定められている。民間業者が輸入した肥料は、2KR で調

達した肥料の 3 倍近くの価格で販売されており、小規模農家には手が届かない。したがって、2KR
による資機材援助を受けることによって、小規模農民は、肥料などの資機材を購入でき、生産量

を増加させ、余剰農作物を販売し、収入を増やすことができる、ひいては国全体としての貧困削

減へと繋がっていく。このような観点からも、2KR による農業開発支援は、「ギ」国の貧困削減

に大きく貢献すると思われる。 
 
（２）食糧生産・流通状況 

1）農業生産事情 
 「ギ」国の主な食糧作物は穀類のイネ、トウモロコシ、フォニオ、イモ類のキャッサバ、サツ

マイモなどである。その他作物として、バナナ、コーヒー、パイナップル、マンゴーなどが生産

されている。イモ類は自給を達成しているが、穀類の自給率は 70％程度に留まっている。輸入が

多いのは、米、小麦、トウモロコシの順であり、中でも米の輸入量は穀類全体の 77％を占めてい

る。穀類の中では、米の需要が最も高く、1 人当たり年間消費量は 79.6 kg 3であり、日本の 1 人

当たり年間消費量（約 60 kg）を上回っている。 
 
＜作物生産概況＞ 
作付面積の半分以上を主要食糧作物であるイネ（525,000 ha）とキャッサバ（1,150,000 ha）が

占め、「ギ」国にとってこれらが最も重要な農産物であり主要食糧作物であることがわかる。食

糧作物で他に作付面積が比較的大きいのは、フォニオ（135,000 ha）、トウモロコシ（90,000 ha）、
サツマイモ（90,000 ha）であり、これらが国民の食糧としても重要な位置を占めている。      
  

                                                  
3 FAO DATABASE 2004 
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表 3-2 に「ギ」国の主要作物生産状況を示す。 
 

表 3-2 「ギ」国主要作物生産状況 

（出典：FAO DATABASE 2004） 

作物 項目 1980年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年
作付面積（ha） 534,000 436,209 438,403 580,000 580,000 522,214 525,000
収量（t/ha） 0.899 0.972 1.438 1.500 1.500 1.613 1.610
生産量（t） 480,000 423,821 630,511 870,000 870,000 842,521 845,000
作付面積（ha） 90,000 73,118 81,938 92,000 92,000 90,751 90,000
収量（t/ha） 1.000 1.008 0.967 1.033 1.033 1.134 1.000
生産量（t） 90,000 73,735 79,275 95,000 95,000 102,953 90,000
作付面積（ha） 68,550 47,594 95,399 160,000 160,000 224,509 225,000
収量（t/ha） 7.002 7.816 6.303 6.250 6.250 5.068 5.111
生産量（t） 480,000 371,992 601,300 1,000,000 1,000,000 1,137,779 1,150,000
作付面積（ha） 80,000 113,337 128,270 150,000 150,000 137,129 142,000
収量（t/ha） 1.000 0.751 0.803 0.820 0.820 0.969 0.951
生産量（t） 80,000 85,096 103,026 123,000 123,000 132,920 135,000
作付面積（ha） 9,700 16,273 22,000 22,000 22,000 14,500 15,000
収量（t/ha） 6.990 5.000 5.909 6.136 6.136 5.968 6.000
生産量（t） 67,800 81,365 130,000 135,000 135,000 86,542 90,000
作付面積（ha） 127,500 102,787 145,368 210,000 210,000 204,082 210,000
収量（t/ha） 0.658 0.760 0.909 1.000 1.000 1.217 1.200
生産量（t） 83,900 78,107 132,081 210,000 210,000 248,316 252,000
作付面積（ha） 4,300 4,300 4,300 5,200 5,200 5,200 5,200
収量（t/ha） 51.163 52.326 51.163 51.923 51.923 51.923 51.923
生産量（t） 220,000 225,000 220,000 270,000 270,000 270,000 270,000
作付面積（ha） 14,888 15,960 16,766 18,000 18,000 25,500 25,500
収量（t/ha） 1.108 3.200 4.017 3.972 3.972 3.998 4.118
生産量（t） 16,500 51,072 67,346 71,500 71,500 101,961 105,000
作付面積（ha） 22,150 27,500 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
収量（t/ha） 4.497 4.408 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
生産量（t） 99,600 121,231 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
作付面積（ha） 44,750 60,000 55,000 50,000 50,000 50,000 50,000
収量（t/ha） 0.322 0.500 0.509 0.410 0.410 0.410 0.410
生産量（t） 14,400 30,000 28,000 20,500 20,500 20,500 20,500

イネ

トウモロコシ

キャッサバ

フォニオ

バナナ

コーヒー

サツマイモ

ラッカセイ

サトウキビ

パイナップル
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表 3-3 主要食糧作物収量（2003） 

 （出典：FAO DATABASE 2004） 

「ギ」国の 2002 年の食糧事情を表 3-4 に示す。 
 

表 3-4 「ギ」国の食糧事情（2002） 

（単位：1,000T） 

 （出典：FAO DATABASE 2004） 
 
＜主要食糧作物生産状況＞ 

米は生産が停滞していた 1980 年代後半と比較し、1990 年代に入り順調に作付面積を伸ばし、

単収も微増している。4 生産量が最低だった1988年の300,000トンと比較すると2001年は870,000
トンと 3 倍近く増加している。しかし、2000 年に 897,000 トン生産するという LPDA 2 の目標値

には達していない。また、表 3-3「主要食糧作物収量（2003）」に示すとおり、単収はアフリカ平

均及び周辺諸国と比較しても低く、降水量に恵まれた気候条件などに示される農業潜在力を活か

しきれていない。これは、灌漑水路などインフラの未整備、伝統的農法の継続、農業資機材の投

入不足が原因とされている。また、表 3-4「「ギ」国の食糧事情（2002）」で確認できるとおり、

主要食糧作物の中では米の輸入量が最も多く外貨流出の原因のひとつとなっているため、「ギ」

国では米の生産性を上げ、自給を達成することが農業経済政策における大きな目標となっている。 
 
 

                                                  
4 表 3-2 を参照 

作物 ギニア アフリカ平均 世界平均 対アフリカ 対世界

イネ 1.61t/ha 1.87t/ha 3.84t/ha 86.1% 41.9%
トウモロコシ 1.00t/ha 1.61t/ha 4.47t/ha 62.1% 22.4%
キャッサバ 5.11t/ha 8.83t/ha 10.76t/ha 57.9% 47.5%
フォニオ 0.95t/ha 0.73t/ha 0.73t/ha 130.1% 130.1%
サツマイモ 6.00t/ha 4.32t/ha 13.49t/ha 138.9% 44.5%

年間 合計 自給率=
消費量 生産 輸入 在庫 輸出 飼料 種子 加工 損失 その他 食用 生産
(kg/人) 調整 供給量

穀類 113.9 813 461 -112 5 1,157 - 23 2 180 0 952 70.3%
小麦 11.1 0 100 0 5 94 - - - 2 0 93 0.0%
米 79.6 562 357 -112 0 807 - 18 - 124 - 666 69.6%
大麦 0 2 0 2 2 0.0%
トウモロコシ 9.6 103 2 0 - 105 - 3 - 22 - 80 98.1%
ミレット 0.9 10 0 0 - 10 - 0 - 2 - 8 100.0%
ソルガム 0.5 6 0 0 - 6 - 0 - 1 - 4 100.0%
フォニオ 12.2 133 0 0 - 133 - 2 - 29 - 102 100.0%

イモ類 138.5 1,299 1 - - 1,300 - 3 - 139 - 1,157 99.9%
キャッサバ 122.2 1,138 - - 1,138 - - - 117 - 1,021 100.0%
ジャガイモ 0.1 0 1 - - 1 - - - - - 1 0.0%
サツマイモ 8.8 87 0 - - 87 - - - 13 - 74 100.0%
ヤムイモ 4.5 45 - - 45 - - - 7 - 38 100.0%
その他 2.9 30 0 - - 30 - 3 - 3 - 24 100.0%

豆類 6.8 60 5 0 - 65 - 3 - 5 - 57 92.3%
油料穀物 5.2 265 0 0 6 259 - 9 148 9 50 43 102.3%
植物油 14.8 113 37 -10 - 140 - - - - 16 124 80.7%
野菜 57.6 480 36 - 0 516 - - - 35 - 481 93.0%
果物 100.6 1,093 2 0 1 1,094 - - 32 221 - 841 99.9%

供給量 国内消費
項目
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 （出典：FAO DATABASE 2004） 

図 3-1 「ギ」国主要作物生産推移 
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 （出典：FAO DATABASE 2004） 
図 3-2 「ギ」国食糧作物の単収推移 

 
その他の主要食糧作物については、キャッサバは、図3-1「「ギ」国主要作物生産推移」に示す

とおり、ここ数年生産量が増加しているが、これは主として作付面積の拡大に基づくものである。

その一方、葉ダニ、モザイク病、土壌の酸性化等の影響を受け、図3-2「「ギ」国食糧作物の単収

推移」からもうかがえるように、単収は著しく低下している。 
キャッサバ以外の主要食糧作物は、生産量、作付面積、単収ともに、近年微増しているもの

の、肥料等の低投入、低品質の種子、不十分な肥培管理、土壌肥沃度の低下、灌漑整備率の低さ

のため、フォニオを除いて、LPDA 2で設定した目標には届いていない。自給率はフォニオ、キ

ャッサバ及びサツマイモに関してはほぼ100％であるが、これらの作物は需要に対し不足してい
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（出典：FAO DATABASE 2004）

る場合でも基本的に商業ベースの輸入に乗らない作物であるために輸入がほとんどないと考え

られる。トウモロコシは消費量が年々増加しているにもかかわらず、高地ギニア及び中部ギニア

の比較的雨量が少ない地域で栽培されながらも施肥率や灌漑整備率が低いことが主因となり生

産量は伸びを見せていない。 
さらに表 3-1 に示した LPDA 2 の生産目標と表 3-2 の生産状況を比較すると、米については 2003

年の段階で 845,000 トンと 2005 年の目標値 1,280,000 トンの 66％に留まっている。その他の食糧

作物については、フォニオ、キャッサバは 2000 年の目標値 120,000 トン、1,000,000 トンに対し、

123,000 トン、1,000,000 トンと 2000 年の段階で生産目標を達成しているが、トウモロコシについ

ては 2000 年の目標値 130,000 トンに対し 2003 年は 90,000 トンと目標を大幅に下回っている。 
農業生産の成長を阻害している主な要因としては、まずは病害虫による被害が挙げられる。

「ギ」国は平均的に雨量が多く高温多湿であることから病害虫の被害が激しい。また、｢ギ｣国政

府の資金不足やギニアフランの下落や外貨不足により官民ともども農薬の調達に支障をきたし

ており、農薬の供給は需要をはるかに下回っている。肥料についても同様の理由から不足してい

る状況にあり、コナクリの民間資機材販売業者 SAREF INTERNATIONAL は民間ベースの肥料の

取引量は約 10,000 トン/年前後だが、実際は 30,000 - 40,000 トン/年 5 と推測している。農機につ

いては、政府の農村開発計画の一環として農業の機械化を目指しているものの、農民の購買力が

脆弱であるため農機および農業技術の普及が遅れている。また、小規模農家や小規模農場主とい

った購買力が低い農家が全体の 95%を占める一方、資金力がある換金作物のプランテーションを

営む中規模から大規模農家は 5%と市場規模が矮小であり、ギニアフランの下落や外貨不足がこ

れに追い討ちをかけ、民間業者のインセンティブを低下させている。さらに、農道や灌漑施設等

の農業インフラが未整備であるため、依然として作付面積の拡大や収量の増加を阻害している。

したがって、農業資機材の投入、改良種子及び栽培技術の普及、農業インフラの整備、優遇税制

の導入による民間市場の活性化等を行いながら、主要食糧作物の増産を図ることが肝要である。 
     

2） 食糧事情 
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図 3-3 摂取カロリー比較（2002） 

 

                                                  
5 有効成分以外を含む全量ベース 
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図 3-3 では「ギ」国における摂取カロリーを他国のものと比較しているが、「ギ」国は年に 2.37％ 
6 の人口増加があり、食糧作物の生産量は概ね増産傾向ではあるものの、国民 1 人当たりのカロ

リー摂取量（2,409 kcal）は発展途上国平均（2,666 kcal）の約 90％にとどまり、アフリカ平均（2,425 
kcal）をも若干下回り、不足していることが明らかである。 
摂取カロリーの 96％ 7 を植物性食品が占めており、動物性食品はわずか 4％ 8 に留まってい

ることから、穀類、根菜類への依存率が高くなっていることがわかる。摂取カロリーの多い食品

は、キャッサバ、米、フォニオであり、炭水化物に偏った食生活が営まれている。こうした炭水

化物に偏った食生活は、「ギ」国の経済発展、農業生産の多様化及び教育により将来的に改善さ

れると思われるが、「ギ」国のカロリー源は当面、キャッサバ、米及びフォニオ等の食糧作物で

あるといえる。 
「ギ」国の食糧供給を国内生産と輸入に分けて眺めてみると、小麦、大麦、ジャガイモは 100%、

米は 30％輸入に頼っていることがわかる。輸入については、自己資金による輸入に加え、主にア

メリカ、フランス、ドイツおよび日本の食糧援助（KR）によって支えられてきた。 
 

＜土地利用状況＞ 
表 3-5 に「ギ」国の土地利用状況を示す。 
 

表 3-5 「ギ」国の土地利用（1999） 

 （出典：FAO DATABASE 2004） 

 

「ギ」国では、雨量の少ないと言われている高地ギニア北部でも年間降水量は約 1,300mm で東

京とほぼ同じであり、首都のコナクリでは 4,000mm にも達し、サヘル諸国と比較すると農業を行

う上では気候条件に恵まれている。しかし、国土の半分近くが耕作可能地でありながら、耕地面

積は国土の約 6.0%、永年作物面積は 2.4%にすぎない。これは、圃場整備、灌漑施設等の農業イ

ンフラの未整備、農業資機材の投入不足などの理由により可耕地でありながら放置されていたり、

伝統的な移動性の焼畑農業が存続しているためである。今後新たに農地の開墾を進めていけば、

農業生産は大幅に伸びることが予想されるが、「ギ」国政府は財政基盤が脆弱なため農業インフ

ラの整備を進めることができないため、当面は単収の増加が重要であると考える。 
 

＜地域別農業概況＞ 

                                                  
6 CIA World Fact Book 2004 
7 FAO DATABASE 2004 
8 同上 

面積（1,000ha） 割合（％）

陸地 24,586 100.0%
農業用地 12,185 49.6%

耕作地 1,485 6.0%
単年作物 885 3.6%
永年作物 600 2.4%

草地 10,700 43.5%

区分
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「ギ」国は図 3-4「「ギ」国地域区分」に示すように行政上は 7 つの州（ボケ、ファラナ、カン

カン、キンディア、ラベ、マム、ゼレコレ）に区分されているが、地形、雨量などの気候条件の

違いから大きく海岸ギニア、中部ギニア、高地ギニア、森林ギニアの 4 つの地域に分けられ、地

域によりその農業形態も大きく異なる。 
 

図 3-4「ギ」国地域区分 

 
① 海岸ギニア(GUINEE MARITIME) 

海岸ギニアは西アフリカの中でも最も湿潤な地域のひとつであり、モンスーン性気候である。

12 月から 4 月まではほとんど雨の降らない乾期であるが、首都コナクリでは 5 月から 11 月の雨

期の間に 4,000mm に達する降雨量がある。海岸線は首都コナクリとベルガ岬を除くと狭く切り込

んだ川とフ－タジャロン（Fouta Djallon）9 の侵食土の堆積した沖積土で、高波に襲われると内

陸数 km まで海水と淡水の入り混じった汽水状態となることが多い。汽水の入り込むところは、

海岸沼沢地が形成されマングローブ林となっている。この一帯は冠水により沖積土が流れ込み肥

沃で粘り気のある土壌となり、高温・多湿気候と相まって農業には有利な条件であるため、マン

グローブ地帯では防潮堤を築いて稲作が行われている。海岸沼沢地の背後には幅数 10km の砂利

の多い海岸平地が広がり、フータジャロンの鋭い切り立った崖につながっている。この地帯の主

要作物はイネで、全国の 30%以上を生産する。その他にトウモロコシ、フォニオなどの食糧作物
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とパームオイル、バナナなどの換金作物が栽培されている。 
 

② 中部ギニア(MOYENNE GUINEE) 

中部ギニアはフータジャロンを中心とする地域である。気候はモンスーン的で、年間降雨量

は海岸ギニア地域より少なく、北部で 1,300mm、南部で 1,800mm 程度であるが、月格差が少な

く、降雨期間も長いという特徴がある。しかし気候条件は場所により著しく異なり、年変動も大

きい。フータジャロンの基岩は川によって深く刻み込まれて、峡谷群領域を形成しているが、比

較的肥沃な谷、山麓では昔から食糧作物が栽培され、フランス統治時代にはバナナ、コーヒー、

柑橘類、パイナップルなどのプランテーション栽培に供されていた。フータジャロンの台地上は

準平原と丘陵が混在しているが、準平原地帯の土壌は露出したラテライトで、農耕手段を有する

有力農家は雨期にイネ、フォニオ、トウモロコシ、ラッカセイ等を栽培し、乾期には放牧を行う

という農業を営んでいる。丘陵地帯の小農は「2 年作付け－数年休閑」の形式でフォニオ、キャ

ッサバなどの伝統作物を栽培している。フォニオは土地が肥沃ではない場所でも栽培できるため、

同地域での栽培が盛んであるが、地力に乏しい同地域ではフォニオ栽培の後は 8～10 年の休閑期

間をとっている。また、近年「ギ」国内で消費が増加しているジャガイモは全国の 100%を同地

域で栽培している。 
 

③ 高地ギニア(HAUTE GUINEE) 

フータジャロンの東側に位置する疎林、草地サバンナで平均標高 300m の高地を形成している。

サバンナの土壌の大部分はラテライトで、南部の年間降雨量は 1,700mm 以下であるが、北部は

更に少なく、1,200mm 程度の乾燥地帯となる。台地での主要作物はトウモロコシ、ソルガム、

フォニオ等の穀類、ラッカセイ、キャッサバ等である。河川峡谷付近ではイネが主作物で、次に

トウモロコシ、ソルガム、落花生などが栽培されている。また、綿花の栽培も盛んである。高地

ギニアの農業は地理的な位置よりも、特に水供給の点で平原または台地という地形条件に影響を

受ける。台地は土地利用上の問題はないが、気候不順、水供給、土壌侵食、労働手段の不足など

が農業発展の阻害要因としてあげられる。河川峡谷周辺部では、高地斜面でトウモロコシやフォ

ニオ等が栽培され、河川流域で稲作が営まれている。高地ギニアはトウモロコシ、フォニオ等の

畑作穀類の生産量が全国の 30%以上を占め、イネも 20%台を占める重要な農業地帯であるが、

開発が遅れ、灌漑施設はもちろん圃場整備もほとんど行われていない。しかし地域によっては平

坦な数ヘクタール前後の畑も存在する。土壌条件としては、耕土が浅く、保水力の乏しい土壌で

あまり肥沃ではないが、可耕地が相当残されている。 
 

④ 森林ギニア(GUINEE FORESTIERE) 

「ギ」国の南東部に位置する森林地帯で、土壌も肥沃であり農業生産の潜在力は大きいが、

交通網が未発達なため農業資機材及び生産物の輸送が阻まれているのが問題点である。生産物は

イネが中心で、海岸ギニアと同様その生産が全国生産量の 30%以上を占めている他、トウモロコ

シ、キャッサバ、コラ、パームオイル、バナナ、コーヒー等が栽培されている。コーヒーなどの

換金作物は主に象牙海岸に輸出されている。 

                                                                                                                                                                 
9 ギニア中部地域の頂上部の平坦な台地からなる地域の総称 
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表 3-6 に「ギ」国の州別の作物生産状況を示す。 
 

表 3-6 州別食糧作物生産状況 

（出典：農業省統計 1997/1998） 

 
（３）農業資機材の生産・流通状況 

以下に農業資機材別の生産・流通状況を述べる。「ギ」国では、肥料・農薬は 100％輸入され

ており、国内生産は行われていない。農業機械に関しては、牛耕による農具を除けば、生産は行

われておらず全て輸入に頼っている状況である。表 3-7 に過去 5 年間の農業資機材の輸入状況を

示す。 
 

表 3-7 農業資機材輸入統計 

（出典：FAO DATABASE 2004） 

2KR 2KR 2KR 2KR 2KR

輸入額
(1,000US$)

数量
(台/t)

数量

(台/t)
輸入額

(1,000US$)
数量
(台/t)

数量

(台/t)
輸入額

(1,000US$)
数量
(台/t)

数量

(台/t)
輸入額

(1,000US$)
数量
(台/t)

数量

(台/t)
輸入額

(1,000US$)
数量
(台/t)

数量

(台/t)

肥
料

窒素肥
料

－ 1,120 － － － 1,000 － － － 1,000 － － 1,570 1,000 － － 1,600 1,000 － －

リン酸
肥料

－ 1,416 － － － 1,400 － － － 1,400 － － － 1,400 － － － 1,400 － －

カリ肥
料

－ 748 － － － 800 － － － 800 － － 19 800 － － 20 800 － －

その他 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

小計 0 3,284 1,126 26% 0 3,200 866 21% － 3,200 1,770 36% － 3,200 2,320 42% － 3,200 － －

農
機

トラク
ター

650 58 3 5% 620 50 6 11% 609 50 2 4% 641 56 0 0% 625 53 － －

その他 350 － － － 200 － － － 95 － － － 271 － － － 183 － － －

小計 1,000 － － － 820 － － － 704 － － － 912 － － － 808 － － －

1999

民間 2KRが
市場に
占める
割合

(数量)

1998 2000
2KRが
市場に
占める
割合

(数量)

民間 2KRが
市場に
占める
割合

(数量)

2002

民間 2KRが
市場に
占める
割合

(数量)

民間

2001

民間 2KRが
市場に
占める
割合

(数量)

作付面積 生産量 作付面積 生産量 作付面積 生産量 作付面積 生産量 作付面積 生産量

1 ボケ 52,818ha 65,675t 10,128ha 10,138t 7,855ha 5,617t 19,614ha 77,998t 90,415ha 159,428t
2 ファラナ 72,024ha 131,926t 9,284ha 8,387t 13,092ha 11,070t 20,227ha 153,686t 114,627ha 305,069t
3 カンカン 76,826ha 110,337t 31,227ha 21,726t 30,767ha 19,903t 30,033ha 221,062t 168,853ha 373,028t
4 キンディア 110,437ha 168,162t 1,688ha 1,889t 5,237ha 4,703t 15,936ha 86,193t 133,298ha 260,947t
5 ラベ 19,206ha 21,454t 16,035ha 22,973t 40,586ha 37,928t 9,807ha 40,075t 85,634ha 122,430t
6 マム 14,405ha 17,421t 12,659ha 16,447t 28,803ha 27,011t 12,259ha 75,643t 68,126ha 136,522t
7 ゼレコレ 134,445ha 200,674t 3,376ha 3,833t 4,582ha 4,628t 14,674ha 120,943t 157,077ha 330,078t

480,161ha 715,649t 84,397ha 85,393t 130,922ha 110,860t 122,550ha 775,600t 818,030ha 1,687,502t

438,403ha 630,511t 81,938ha 79,275t 128,270ha 103,026t 95,399ha 601,300t 744,010ha 1,414,112t
9.53% 13.50% 3.00% 7.72% 2.07% 7.60% 28.46% 28.99% 9.95% 19.33%

主要食糧作物

コメ トウモロコシ フォニオ 合計キャッサバ

全国合計

1995年合計

増加率

州名
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表 3-8 に「ギ」国の肥料使用状況を示す。 
 

表 3-8 肥料使用状況 

 （出典：農業省統計資料） 

1） 肥料 

「ギ」国では先に述べたとおり主要食糧作物の単収が LPDA 2 の生産目標値に達しておら

ず、自給を達成するためには単収を上げる必要がある。単収を上げるためには、肥料の投入

が不可欠であるにも関わらず、表 3-8 に示すとおり、化学肥料を使用している農家は平均し

て全国農家の 6.03％と未だ少ない。民間業者は SAREF（レバノン）、SPIA（セネガル）等の

外資系販売店がコナクリ市内およびラベ地方に 3、4 社存在するが、販売価格は 70,000 
GF/50kg（2,800 円）と 2KR 価格 20,000 GF/50kg（800 円）の約 3 倍以上と、農家の平均年間

所得が 241,284 GF 10（約 97 ドル）であることを考慮すると、到底買える価格帯ではないこ

とが明らかである。これら民間業者の肥料販売先は、農家全体の 95%を占め 2KR がターゲ

ットとする小規模農家ではなく、農家全体のわずか 5%を占め 500ha 以上の土地を所有し綿

花やパームオイル等の換金作物を栽培するプランテーションである。 
また、小規模農家レベルでは、FAO 等国際機関の協力の下、APEK のようなローカル NGO

や SG2000 が農民の購買力を考慮した価格で肥料を販売しているが、その量は 2,000 トンと

流通量 10,000 トン 11 の 20％に留まっている。 
流通している肥料としては、尿素、NPK 17-17-17、硫安に対する需要が高く、これらの肥

料はイネ、トウモロコシ、野菜等の栽培に使用される。 
農業省の調査によれば 2004/2005年の農業期において必要とされる肥料の量は約 30,000～

40,000 トンである。これに対し、民間ベースで輸入される肥料は約 10,000 トンと推定され

ており、需要に対して供給が絶対的に不足している。 
 

2） 農業機械 

農業機械については、キンディアの RGTA（ギニア畜力牽引ネットワーク）から聴取した

情報によれば、「ギ」国では全農民の 85％以上が人力及び牛耕による耕起を行っており、ト

ラクター等の農機の使用率は 15％以下と依然として低い状況にあるとのことであった。 
 

                                                  
10 平成 14 年度 2KR 調査における農業所得・農家所得に係るデータ集計結果 
11 主成分以外の成分を含む全量ベース 

非施肥率 有機肥料施肥率 化学肥料施肥率
1 ボケ 98.44% 0.00% 1.56%
2 ファラナ 97.35% 0.66% 1.99%
3 カンカン 76.11% 2.96% 20.93%
4 キンディア 96.97% 0.36% 2.67%
5 ラベ 94.96% 2.83% 2.19%
6 マム 93.96% 4.04% 2.01%
7 ゼレコレ 85.80% 3.32% 10.88%

全国合計 91.94% 2.02% 6.03%

肥料使用比率
州名
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農機の 9 割以上が民間ベースで輸入されており、例えばコナクリ市内で農業機材を取り扱

っている SOAGRIMA 社の場合、中国のメーカーから直接買い、コンバインハーベスターを

40,000,000GF（160 万円）、歩行用トラクター＋作業機を 11,000,000GF（40 万円）、籾摺り精

米機を 2,600,000GF（10 万円）で販売している。しかし、主な販売先は個人農家ではなく、

ドナーが実施するプロジェクトや、ギニア陸軍、及び UNHCR 等である。 
他方、今回の調査でアンケートを通して回答が得られた 25 軒の農家のうち 8 軒はトラク

ター、耕運機、散布機、精米機等の農機を所有し、11 軒は県農業会議所（CRA）や大規模

農家からトラクターをレンタルしていることがわかった。アンケートに回答した農家の

60％が購入あるいはレンタルという方法を通じて農機を使用しており、近年個人農家の間で

も農機使用率、需要共に高まってきていると考えられる。 
このような状況の下、｢ギ｣国政府は農業機械化政策を促進するため、1984 年に農業機械

研修センター（CEPERMAG）を創設し、県農村開発環境局（DPDRE : Direction Préfectorale du 
Développement Agricole）や農村開発普及公社（SNPRV : Service National de la Promotion Rurale 
et de la Vulgarisation）の技師を主たる対象として農業技術研修、農機の普及、農機のメンテ

ナンスを行っている。CEPERMAG は、イタリア製（SAME）トラクターを 2003 年に 60 台、

2004 年に 20 台を全国の中規模農家及び農民グループへ配布した。2010 年までに更に 105
台を供与する予定である。「ギ」国に農機メーカー（SAME）の代理店がなく、農機の民間

市場価格が農民の収入に対し高額であるため、スペアパーツの供給及び農民の購買力にかか

る懸念は存在するが、「ギ」国政府は農業機械化の普及に力を注いでいることがわかる。ア

ンケート結果でも見られたとおり、今後農業開発が進むにつれて農機の供給もより一層増え

ていくと思われる。 
 

 
３－２ ターゲットグループ 

「ギ」国では、一般に、農家/農場を経営規模別に以下の 4 形態に分類している。 
① 小規模農家 ：1～5 ha の土地を有し、家族のみで農業を営む。一般的に農具以上の農業

機械を持たず、肥料も十分には使用できない。自給自足レベルである。 
② 小規模農場主 ：5 ha～50 ha の土地を有し、少人数の農夫を雇用し、農業を営む。NGO か

らのマイクロクレジットへのアクセスも可能で、ポンプ等の農業機械や肥

料を農民連合（UNION）を通じてから購入することができる。また、余剰

生産物を販売し、収入を得ることができる。 
③ 中規模農場主 ：50 ha 以上の土地を有する小規模農場以上の経営規模で主に野菜・果物な

どの換金作物を栽培する一部機械化された商業農家。 
④ 大規模農場主 ：500 ha 以上の土地を有する大農場。植民地時代のプランテーションがその

まま引き継がれたものが多い。 
 

農業省によれば上記①の小規模農家が全農家の 65％～70％を占め、②の小規模農場主が 25％、③、

④の中規模及び大規模農場主が 5％としているが、正確なデータは存在しない。 
「ギ」側は、今年度の 2KR 資機材の販売対象は小規模農民であるとしている。ここでいう小規模
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農民は、上記分類中の①小規模農家及び②小規模農場主を示しており、天水依存の伝統的な栽培方式

により自給自足のための穀物や野菜の生産を行っている農民を中心とする。 
表 3-9 に地方別農民人口と 1 戸あたりの栽培面積を示しているが、全国の農民 1 人当たり平均栽培

面積は 2.20 ha である。このことからも、「ギ」国農民が所有している土地は小さく、農民人口の大半

が 2KR により裨益を受ける小規模農民であることが推測される。 
 

表 3-9 地方別農民人口、1戸あたりの栽培面積 

 （出典：農業省統計資料） 

 

３－３ 当該国における 2KR の必要性及び妥当性 
「ギ」国では、病害虫の被害、肥料、農薬、農機等の農業資機材の投入不足、農業技術の未発達、

改良種子の不足、民間市場の未発達、農道及び灌漑設備等の農業インフラの未整備等、様々なマイナ

ス要因が、依然として作付面積の拡大及び収量の増加を阻害している。政府は、LPDA（農業開発計

画）1、2 において、食糧自給の達成及び食糧輸入の削減、農作物輸出促進による収入増加、そして

自然資源の持続的管理を主な目的として打ち出している。その中でも特に「ギ」国の農業人口の 95％
を占める小規模農民が食糧増産を推進し、収入を上げることを最優先課題とし、力を注いでいる。小

規模農民の発展を支援するため、具体的な政策としては、貧困層が 2KR 資機材を安価で購入するこ

とが可能になるよう、全国農業会議所（CNA）を設立し、小規模農民まで資機材が届くよう配布ル

ートを考案した。 
既述のとおり主要食糧作物の生産目標を達成するためには、肥料を投入することが不可欠であるに

も関わらず、農民に購買力がないため肥料をほとんど使用することのない農業が行われている。また、

農機については、食糧増産と食糧安全保障の実現のため農業の機械化を優先課題と掲げ、需要はある

ものの、販売単価が割高なため小規模農民にとって肥料以上に購入し難く、普及率は低いままである。

こうした中、農業省は国内の主要食糧作物の自給を達成するためには肥料の使用また農機の普及は不

可欠と判断し、1985 年以降 2KR を肥料および農機の重要な調達手段と位置付けていた。 
しかし、平成 13（2001）年度を最後に 2KR は中断され、民間ベースで流通する肥料は量が不足し

ているうえ販売価格が２KR 肥料の 3～4 倍と高く、小規模農民にとっては、ほとんど入手できない

状況にある。 
一方、政府は民間市場育成のため、農業資機材輸入に課せられる関税を通常の税率 52％から 2％へ

と大幅に引き下げたほか、ローカル NGO を通じて農民がアクセスしやすい金融サービスを確立する

等の政策を現在実施している。しかしながら、民間市場が確立され、健全に機能するまでには至って

おらず、ギニアフランの下落や外貨不足をも考慮すれば、まだかなりの年数は要することが予想され

1 ボケ 49,264人 121,738ha 2.47ha
2 ファラナ 55,669人 126,674ha 2.28ha
3 カンカン 64,498人 197,767ha 3.07ha
4 キンディア 66,680人 162,212ha 2.43ha
5 ラベ 75,701人 108,926ha 1.44ha
6 マム 53,984人 97,843ha 1.81ha
7 ゼレコレ 85,172人 163,502ha 1.92ha

全国合計 450,968人 978,662ha 2.20ha

地域名 農民人口 耕地面積
平均栽培面積
／農民当たり



- 30 - 

る。つまり、「ギ」国では民間市場が徐々に構築されつつあるものの、未だ発展途上であり、しばら

くの間政府が介入し、食糧安全保障のための食糧作物の増産を図るべく農業資機材の調達と配布に直

接関与する必要があると判断される。 
肥料及び農機を小規模農民まで普及する数少ない手段として 2KR は位置付けられており、主食の

コメの自給さえままならない現状に鑑みれば、2KR は「ギ」国に欠かせない支援である。主要食糧

作物の自給が達成され、余剰作物の販売ができるようになり、農民の購買力がつくまでの期間は、2KR
の重要性は高く、SG2000 やローカル NGO、農民連合等、各方面のステークホルダーからも 2KR 実

施について多くの要望が寄せられている。以上のような状況の下、「ギ」国側が CNA による配布及

びモニタリング体制を整備した上で、民間育成のための施策を確実に推進していくのであれば、2KR
による資機材調達を行う妥当性は高いと判断される。 
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第 4 章 実施体制 

４－１ 資機材の配布・管理体制 

（１）実施機関 

2KR の実施機関は以前、農業省であったが、資機材配布の透明性確保、見返り資金の積立率向上な

どを目的に 2001 年より協力省となった。これにより協力省は要請窓口であるとともに、通関、中央

倉庫までの輸送、中央倉庫からの出庫関係の業務、資機材調達後の販売及び見返り資金の積立てを一

貫して担当する実施機関となった。なお、要望調査票のとりまとめは、従来どおり農業省が担当して

いる。 
協力省は大臣官房、マルチ・バイの援助協力の窓口である協力局、西アフリカ地域間の援助調整を

担う統合局の 3 部門から構成されており、総職員数は 86 名である。2KR の担当部署は協力局で、二

国間協力課のアジア係が、農業省との連携協力の下、要請内容のとりまとめや資機材販売状況、援助

管理課が見返り資金の回収にかかるモニタリングを実施している。協力局の組織図を図 4-1 に示す。 
 

 （出典：Organogramme du Ministère de la Coopération 2004）  

 

図 4-1 協力省協力局組織図 

 
二国間協力課はバイベースの援助協力にかかる窓口業務を担当しており、職員数は 16 名である。

2KR を担当するアジア係には職員 4 名が勤務し、要請内容のとりまとめ、肥料や農機の技術指導等

の農業省との連携協力に従事している。他方、援助管理課はマルチ・バイ全ての援助協力にかかる資

金管理業務を行っており、職員数 14 名である。うち 2 名が、2KR の見返り資金の回収にかかるモニ
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Directeur National
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会計係
Section Comptabilité

ロジスティクス係
Section Logistique

文書/援助調整/技術協力課
Division Document, Coordination
APD, Coopération Technique
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タリングを担当している。 
2004 年の協力省予算は 3,898,798,000 GF（1.5 億円）となっている。同予算のうち、人件費は 

573,436,000 GF（2,300 万円）と全体の 14.7%に留まっており、総予算に占める人件費の占有率が少

なく、健全な予算編成となっている。しかし、総予算が 1.5 億円であり、財政基盤の脆弱性がうかが

える。 
農業省は大臣官房、人事室、総務財政局、土木局、環境局、牧畜局、農業局、農村開発普及事業局、

ギニア農業研究所等の 9 部門からなる。総職員数については具体的な数字が得られなかったが、土木

局、環境局、牧畜局、農業局の 4 局で 648 名、全国の農村で農業技術の普及を行っている農村開発普

及事業局では 1,500 名の職員を抱えている。2KR の担当部署は農業局である。同局の組織図を図 4-2
に示す。 

 （出典：Organogramme du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et des Forêts 2004）  

 
図 4-2 農業省農業局組織図 
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 2002 年に農薬供与が停止されるまで 2KR における「ギ」国の調達品目の約 90%を農薬が占めてい

た経緯があることから、協力省が実施機関となった現在においても、植物防疫課の農薬管理・登録係

が要望調査票を作成している。県農村開発環境局（DPDRE : Direction Préfectorale du Développement 
Rural et de l’Environnement）は、農村開発普及事業局の農村開発普及公社（SNPRV : Service National 
pour la Promotion Rurale et la Vulgarisation）との連携のもと、農業普及にかかる技術指導を行っている

が、肥料や農機等の 2KR 資機材の利活用にかかる技術支援を併せ担当している。また、2004 年 3 月

に県農業センター（CAP : Centre Agricole Préfectorale）を設立する政令が施行され、今後、同センタ

ーが専管的に農業機械化の推進を担う運びとなっているところ、農機の利活用にかかる DPDRE と

SNPRV による県レベルの技術支援の拡充が期待されている。 
2004 年の農業省予算は GF 31,859,990,000（12.7 億円）。なお、同予算のうち、人件費が GF 

22,822,490,000（9.1 億円）と全体の 71.6%を占めており、農業局の事業費を中心とした 2KR 関連予算

は GF 158,300,000（630 万円）で全体の約 0.5％に過ぎず、協力省同様、財政基盤の脆弱性がうかがえ

る。 
 
（２）関係機関 

 1）全国農業会議所 
平成 12（2000）年度 2KR まで農業省が 2KR 資機材を入札によって民間業者に販売していたが、

民間業者が輸送費を上積みした上で、不当に販売価格を操作する等の問題点が発生していたため、

これを解決するべく、平成 13（2001）年度 2KR から全国農業会議所（CNA）を通じて協力省が

直接販売する方式に改めた。CNA は、以前商業会議所に組み込まれていたが、農業生産者の需

要に直接答えるため「ギ」国政府が 2001 年に設立した。国会で法案が可決され、それに基づき

全国から農業、漁業、畜産業、林業の分野をカバーする 17 名の役員が選出された。議長は「ギ」

国大統領であり、その下に州農業会議所（CRA : Chambre Régionale de l’Agriculture）が 8 か所、

県農業会議所（CPA : Chambre Prefectorale de l’Agriculture）が 33 か所存在する。 
2KR で調達された資機材は、CNA → CRA → NGO、農民連合（UNION）という配布経路を

通じて、全国の小規模農民にまで販売されている。袋（1 袋は 50kg）ごと購入できない小規模農

民にも肥料を配布するべく、少量単位（kg 単位）での販売を行っている UNION もある。 
CNA の主な任務としては、農民の組織化、利潤の保護、資機材購入手段の確保、クレジットの

導入、農機の普及などがある。政府と生産者の間の橋渡し役となり、生産者から問題点や要望を

汲み上げる役割を担っている。 
CNA は、2KR で調達した資機材の 60％を配布しているが、CRA が所在する各州の州都までの

輸送費を CNA の経費で負担している。 
 

2）農業機械化試験研修センター 

農業機械化試験研修センター（CEPERMAG : Centre d’Expérimentation et de Perfectionnement au 
Machinism Agricole）は農業の機械化、農業技術の普及を目的とし、1984 年に「ギ」国政府によ

って設立された研修機関である。主な業務としては、2KR 農機のメンテナンスを担当する県農村

開発環境局（DPDRE : Direction Préfectorale du Développement Agricole）や農村開発普及公社

（SNPRV : Service National de la Promotion Rurale et de la Vulgarisation）の技師を主たる対象として

実施している農業技術研修や、農機の運転試験とメンテナンス、及び農機の製作を実施している。
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1984 年から 2004 年までの 20 年間で 6,850 人に研修を行った実績を持つ。 
 現在実施中のプロジェクトとして、CEPERMAG はイタリア製（SAME、BICCHI）のトラク

ターを中規模農家や農民グループに供与し、賃耕サービスを実施させている。これらのトラクタ

ーは「ギ」国大統領府から農村開発の一環として提供されたもので、2003 年には 60 台、2004 年

に 20台、2010年までに 105台が供与される予定である。ただ、これらのトラクターの代理店は｢ギ｣

国に存在しないため、市場に出回っている代替部品を修理の際に使用している。「ギ」国政府は、

2004 年 3 月に県農業センター（CPA : Centre Agricole Préfectrale）を設立し、CPA に農業機械の普

及・メンテナンスを担当する技師を配置し、農村地域の機械化促進に着手したところである。将

来的には CPA に勤務する技師を CEPERMAG の農業技術研修に参加させ、メンテナンス技術の向

上を図ることが併せて企図されている。 
 

（３）配布・販売方法 

 1) 配布･販売ルート 

資機材の配布は実施機関の変更とともに平成 12（2001）年度 2KR から協力省が直接販売する方式

が実施されている。平成 11（2000）年度までは農業省が民間業者にほとんどの資機材を入札販売し

ていたが、①民間業者が不当に販売価格を操作する可能性があること、②2KR 資機材が地方の農家

まで届いていない可能性があること、③遠隔地の農家が購入できる場合でも輸送費が上乗せされてお

り、首都コナクリ近郊で購入する場合より高価であること等の理由から、民間業者への一部販売ルー

トを残しつつ、以下の方式に改められた。 
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（出典：現地調査時の聞き取り結果 2004）   

図 4-3 資機材の販売経路 

 

2KR 資機材がコナクリ港に到着すると、農業省との密接な連携の下、協力省が全国農業会議所

（CNA）や農業分野で活動する NGO に通知するほか、テレビやラジオを通じて一般の農家に知らせ

る。 
全体の約 60%を占める全国農業会議所（CNA）による資機材の販売先は、協力省、農業省及び CNA

の三者の代表から構成される委員会で決定される。CNA は全国 7 州の州都に所在する州農業会議所

（CRA）までの輸送費を負担しており、地方農家への資機材販売の促進と輸送費の低減による小規

模農民のアクセス改善を図っている。逆に中央倉庫から資機材を直接購入できる農民連合、農民グル

ープ及び農民は、CNA の輸送力に頼らずとも自力で輸送できる資金力を有している。なお、この輸

送費は民間業者による農業資機材の輸入時に発生する 2％の関税が原資となっている。 
NGO による販売ルートは多様化している。例えば国際 NGO である SG2000 は 2KR 肥料の大口購

入者の 1 つだが、農業省の中央倉庫から買い取った肥料を農民連合（UNION）や農民グループに直

接販売する方法と、ローカル NGO や UNION 等に肥料の保管や販売を委託する方法の 2 通りの販売

ルートを持っている。委託販売は、資金があっても肥料を保管する倉庫を持っていない農民組織や、

通関手続き及び中央倉庫までの輸送は

協力省の経費負担にて実施

資金力のある農民グループ・農家は、

農民連合を通さず、中央倉庫、民間業者

農業会議所、NGO及びローカルNGO
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倉庫があっても資金がないため大口の購入ができない農民組織に対し、資金力があり倉庫をもつロー

カル NGO や UNION 等と SG2000 が委託契約を行い、肥料を小口で販売する制度である。これらの

ローカル NGO や UNION は倉庫をもっているため、Stockist と称されている。この制度においては、

委託契約に定められた範囲内で中間手数料を徴収されるものの、小口販売であるため、小規模農民は

必要な時に必要なだけ肥料を廉価で入手することができる。ローカル NGO や UNION は、CNA や民

間業者から購入した肥料も同様の方法で販売しており、小規模農家及び農場主といった小規模農民の

2KR 資機材のアクセス改善に貢献している。 
民間業者による販売ルートは、FAO などの国際機関や協力省から直接購入できなかった NGO、農

家・農民組織などが民間業者から購入していることや、民間セクターへの配布を完全に閉ざすことは

適切ではないという政策的判断などをふまえ、農業省による民間業者への入札販売を取り止めた現在

も残されている。なお、現在、民間業者の 2KR 資機材の販売は、食糧増産に資するための資機材と

して任意の購入希望者に随時販売する方式となっていないため、将来的には協力省が入札によって販

売先を選定するべきものと判断される。 
平成 13（2001）年度 2KR 資機材の販売先を表 4-1 に示す。数量ベースでは、CNA が 60%、民間業

者が 15％、NGO が 2%、UNION、農民グループ及び農民への直接販売が 23%となっている。在庫は

一切確認されていない。 
表 4-1 平成 13（2001）年度 2KR 資機材販売先 

（出典：協力省提出資料 2004） 

品目名 単位
調達数量
（契約）

調達数量
（接到）

配布合計
全国農業
会議所

比率 民間業者 比率 NGO 比率 農民 比率

肥料 尿素  46% N T 720 713.55 713.55 478 67% 100 14% 57 8% 78.55 11%
DAP T 100 100.745 100.745 72.5 72% 0 0% 0 0% 28.245 28%
NPK 17-17-1７ T 1,000 957.62 957.62 560 58% 100 10% 126 13% 171.62 18%
NPK 14-23-14 T 500 496.7 496.7 267.5 54% 0 0% 0 0% 229.2 46%

63% 6% 5% 26%
農薬 除草剤 Glyphosate 38% SL L 1,400 1,400 1,400 645 46% 40 3% 715 51%

Metolachlor + Atrazine 25% + 25% SC L 3,945 3,945 3,945 700 18% 2,100 53% 1,145 29%
Thiobencarb + Propanil 40%+20% EC L 3,800 3,800 3,800 3,000 79% 448 12% 352 9%

殺虫剤 Bifentrine 2.7% EC L 500 500 500 190 38% 120 24% 190 38%
Cartap 4% GR kg 2,600 2,600 2,600 1,115 43% 500 19% 985 38%
Carbosulfan 5% GR kg 2,100 2,100 2,100 910 43% 200 10% 990 47%
Chlorpyrifos Ethyl 480g/L EC L 3,000 3,000 3,000 1,280 43% 800 27% 920 31%
Cyfluthrin 5% EC L 3,500 3,500 3,500 1,660 47% 870 25% 970 28%
Fenitrothion + Fenvalerate 25%+5% EC L 1,400 1,400 1,400 657 47% 363 26% 380 27%
Fipronil 5% SC L 1,343 1,343 1,343 620 46% 80 6% 643 48%
Pirimiphos Methyl 50% EC L 4,400 4,400 4,400 1,446 33% 1,650 38% 1,304 30%
Propoxur 75% WP kg 4,400 4,400 4,400 2,820 64% 210 5% 1,370 31%

46% 21% 34%
農業機械 動力散布機 台 100 100 100 53 53% 21 21% 26 26%

人力噴霧機 台 300 300 300 212 71% 38 13% 50 17%
ゴーグル 個 500 500 500 385 77% 100 20% 15 3%
マスク 個 500 500 500 385 77% 100 20% 15 3%
手袋 双 500 500 500 385 77% 100 20% 15 3%
ブーツ 足 500 500 500 385 77% 100 20% 15 3%
防護服 着 500 500 500 385 77% 100 20% 15 3%

73% 19% 8%
配布割合 60% 15% 2% 23%
* 肥料の接到数量が契約数量と異なっているのは検収時の滅損のため。DAPの増量は計量ミスと思われる。

　 平成13（2001）年度のコミッティ協議において右接到数量に販売単価を乗じた金額を見返り資金の積立義務額と定めた。

カテゴリー
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 2) 販売価格 
2KR で調達した資機材の協力省の販売価格は、前年度販売価格、市場価格、農家の購買力、ギ

ニアフラン（GF）の為替レートなどを考慮して、協力省、農業省、商業省、経済財政省、全国農

業会議所（CNA）からなる委員会で原案を作成し、コミッティを通して日本政府に確認した上で

決定している。平成 13（2001）年度の協力省の販売価格を表 4-2 に示す。 
 

表 4-2 平成 13（2001）年度 2KR 資機材販売価格 

* 参考市場価格：平成 13（2001）年度 2KR 資機材の販売価格の設定のため、「ギ」国で販売されている各品目の市場

販売価格を「ギ」側が調査し、その平均値を参考市場価格としてコミッティで提示したもの。 

（出典：協力省提出資料 2004） 

 
肥料の場合、尿素及び NPK が 390,000 GF（15,600 円）/トン、DAP が 310,000 GF（12,400 円）/ト

ンとなっており、1 袋 50kg に換算すると、それぞれ 19,500 GF（780 円）/袋、15,500 GF（620 円）/
袋となる。肥料は民間市場の価格より大幅に割安に設定され、肥料調達にかかる小規模農民のアクセ

ス改善を図っている。今次調査において、肥料の大口購入者の 1つである SG2000 に確認したところ、

尿素と NPK17-17-17 の購入価格は 19,500 GF/袋との回答があり、同販売価格が遵守されていることが

確認できた。 
CNA 経由での販売の場合、先に述べたとおり各州の州都の州農業会議所（CRA）までの輸送費を

CNA が負担するため、各州の州都では尿素と NPK は 19,500 GF/袋、DAP は 15,500 GF/袋で購入する

ことができる。ただ、CRA 以遠の輸送については、CNA が経費を負担しないため、エンドユーザー

負担となる。キンディアのローカル NGO であるキンディア経済振興会（APEK : Association pour la 
Promotion Economique de Kindia）の場合、尿素、NPK 19,500 GF/袋に対し、倉庫保管料と輸送料で 18,000 
GF（820 円）/袋の手数料を徴収するため、エンドユーザーの購入価格は 37,500 GF（1,500 円）/袋と

なる。SG2000 の場合も輸送料が加算されるため、キンディアでの販売価格は 25,000-27,000 GF

品目名 単位
調達数量
（契約）

調達数量
（接到）

配布合計
参考市場
価格
(GF)

販売価格
（GF)

見返り資金
積立義務額

（GF)

肥料 尿素  46% N T 720 713.55 713.55 400,000 390,000 278,284,500
DAP T 100 100.745 100.745 - 310,000 31,230,950
NPK 17-17-1７ T 1,000 957.62 957.62 400,000 390,000 373,471,800
NPK 14-23-14 T 500 496.7 496.7 390,000 193,713,000

農薬 除草剤 Glyphosate 38% SL L 1,400 1,400 1,400 13,000 10,500 14,700,000
Metolachlor + Atrazine 25% + 25% SC L 3,945 3,945 3,945 9,000 8,500 33,532,500
Thiobencarb + Propanil 40%+20% EC L 3,800 3,800 3,800 12,000 11,000 41,800,000

殺虫剤 Bifentrine 2.7% EC L 500 500 500 10,000 9,500 4,750,000
Cartap 4% GR kg 2,600 2,600 2,600 - 9,500 24,700,000
Carbosulfan 5% GR kg 2,100 2,100 2,100 10,000 9,500 19,950,000
Chlorpyrifos Ethyl 480g/L EC L 3,000 3,000 3,000 15,000 14,000 42,000,000
Cyfluthrin 5% EC L 3,500 3,500 3,500 18,000 15,000 52,500,000
Fenitrothion + Fenvalerate 25%+5% EC L 1,400 1,400 1,400 15,000 14,000 19,600,000
Fipronil 5% SC L 1,343 1,343 1,343 10,000 9,500 12,758,500
Pirimiphos Methyl 50% EC L 4,400 4,400 4,400 20,000 14,000 61,600,000
Propoxur 75% WP kg 4,400 4,400 4,400 33,000 29,000 127,600,000

農業機械 動力散布機 台 100 100 100 175,000 160,000 16,000,000
人力噴霧機 台 300 300 300 80,000 80,000 24,000,000
ゴーグル 個 500 500 500 50,000
マスク 個 500 500 500 50,000
手袋 双 500 500 500 50,000
ブーツ 足 500 500 500 50,000
防護服 着 500 500 500 50,000

合計 1,394,691,250

カテゴリー

45,000 22,500,000
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（1,000–1,080 円）/袋となる。一方、民間業者により販売されている肥料は、コナクリで 70,000 GF
（2,800 円）/袋であり、コナクリからキンディアまでの輸送料やキンディアでの保管料やエンドユー

ザーまでの輸送料を加算するとさらに高くなることを考えると、2KR 肥料の販売価格は民間より大

幅に安く、小規模農民の肥料へのアクセス改善に貢献しているといえる。 
農機については、民間市場に中国製の廉価な農業機械がある程度流通していることから、民間市場

の価格と同額で設定されている。平成 13（2001）年度の農機は農薬散布機と防護具であるが、キン

ディアでサイト視察を行った農家（約 50ha の圃場を有する小規模農場主） 1 が動力散布機を 160,000 
GF（6,400 円）/台、人力散布機を 80,000 GF（3,200 円）/台で購入しており、肥料と同様に、設定さ

れた販売価格がきちんと遵守されていることを確認した。なお、同農家は直接中央倉庫に出向いて散

布機を購入し自家用車で自宅まで搬送したため、輸送費は発生していない。 
 

3）販売後のフォローアップ体制 

2KR 資機材の販売後のフォローアップについては、先に述べたとおり、県農村開発環境局（DPDRE）
が、農村開発普及事業局の農村開発普及公社（SNPRV）との連携のもと、農業普及にかかる技術指

導を行いながら、肥料や農機等の 2KR 資機材の利活用にかかる技術支援を実施している。また、2004
年 3 月に県農業センター（CAP）を設立する政令が施行され、今後、同センターが専管的に農業機械

化の推進を担う運びとなっているところ、農機の利活用にかかる DPDRE と SNPRV による県レベル

の技術支援の拡充が期待されている。 
肥料に関しては、その利活用にかかる研究がギニア農業研究所（IRAG）において行われており、

FAO や世銀等、他ドナーが実施するプロジェクトの枠内で施肥基準や施肥時期にかかる技術指導が

行われている。農機に関しては、キンディアの RGTA（ギニア畜力牽引ネットワーク）は農機の使用

は「ギ」国全体の 15%に留まっているとの見解を示しており、定期的なメンテナンスやスペアパー

ツの交換に対応できる現地代理店は少ないと思われる。しかし、聞き取り調査の結果によれば、ファ

ラナ州やゼレコレ州で大規模農家が所有するトラクターが小規模農家の圃場の賃耕に活用されてお

り、農業機械化試験研修センター（CEPERMAG）の 20 年間の 6,850 人を対象とした技術研修が一定

の成果をあげているといえ、また、コナクリの農機ディーラーSOAGRIMA も自社が販売する農業機

械のアフターサービスを全国 7 州で展開しており、販売後のメンテナンス及びスペアパーツ交換にか

かるフォローアップ体制は徐々にではあるが確実に整備されつつある状況にある。 
 

4）販売基準 

平成 13（2001）年度 2KR 資機材は、全国農業会議所（CNA）を通じて、調達数量の約 60%をイネ

やフォニオ等の食糧作物を栽培する農民、農民グループに販売され、残りの 40%は SG2000等の NGO、

CNA の輸送費補助を必要としない食糧作物を栽培する全国の農民連合（UNION）、農民組合、農民

グループ及び農民並びに民間企業に直接販売されたと「ギ」側から報告を受けた。 
しかし、「ギ」国の 2KR 資機材の食糧作物を生産する農民、農民グループへの販売基準は明確でな

く、現行制度では購入希望者が中央銀行の所定口座に代金を支払えば誰でも当該資機材を購入できる。

協力省や NGO、UNION の入金記録を確認することはできるが、統計処理されていない単なる時系列

の出納記録であるため、地域、購入者、品目別の販売実績が不明確であり、大規模プロジェクトへの

                                                  
1 p 28 農家/農場の経営規模別分類参照 
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販売や綿花栽培などの輸出換金作物への流用の可能性が排除できない。 
他方、「ギ」国においては、外貨不足やギニアフランの下落のため、民間業者による農業資機材の

調達が困難であり、ギニアフランで購入できる 2KR 資機材への民間企業の期待は、農民連合（UNION）、

農民組合、農民グループ及び農民同様、大きなものがある。反面、「ギ」国における民間市場は小規

模であり、肥料市場にかかる具体的な育成方針・計画等もないため、本案件による肥料、農機の調達

が市場に与える影響は少なくない。 
しかし、「ギ」側の努力と民間業者の理解と協力により、小農支援に特化した 2KR 資機材の販売及

びモニタリングを行うことにより、農民レベルの農業資機材の潜在需要を掘り起こし、将来的に為替

レートが安定し外貨が自由に流通するようになれば、翻って民間市場の形成の一助となりうると考え

る。具体策としては以下の 4 点が挙げられる。 
① ステークホルダーへの説明会において食糧増産と小農支援を目的とした 2KR にかかる民間業

者の理解を求める。 
② 食糧作物を生産する小規模農民への「ギ」側の 2KR 資機材の販売基準を定める。 
③ 協力省、農業省と民間業者の間で販売価格に関する協定書を締結し、農業省が、協力省との密

接な連携の下、資機材販売時に適正なモニタリングを行う。 
④ 農業省及び関係機関からの側面支援を得て、民間業者による 2KR で調達した肥料の施肥指導、

農機のスペアパーツの提供や修理、保守点検サービスを実施する。 
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４－２ 見返り資金の管理体制 
（１）管理機関 

見返り資金の積立て管理機関は協力省である。2KR の見返り資金口座は、ギニア中央銀行に開設さ

れている。 

 
（２）積立て方法 

中央銀行の見返り資金口座に代金を支払わなければ資機材を購入できない。支払方法は現金によ

る入金のみで小切手による入金や銀行振込等は一切認められていない。一般的な資機材引渡しの流れ

を図 4-4 に示す。 
 

  

 （出典：現地調査時の聞き取り結果 2004） 

 
図 4-4 資機材引渡しの流れ 

 

全国農業会議所（CNA）を通しての購入の場合やや複雑で、中央銀行への入金依頼に州農業会議所

（CRA）議長の署名が必要となる。これは CNA が CRA までの輸送費の拠出にあたって同入金依頼

書が必要となるためである。代金の支払いは、資機材を購入する NGO、民間業者及び農民連合等と

同様、購入者が行うので、CNA が見返り資金の回収に関与することはない。 
「ギ」国の積立義務額は当初 FOB 価格の 3 分の 2 であったが、ギニアフランの下落等により見返

り資金の積立てが困難とする「ギ」国からの要望により、平成 12（2000）年度 2KR より両国間の協

議にて積立義務額を定めることとなり、平成 12（2000）年度は FOB 価格の 38.9%、平成 13（2001）
年度は 50.5%となっている。過去の積立率が低かった理由としては、農薬のほとんどを国家防除用に

使用したためであり、重債務貧困国 2 である「ギ」国政府の厳しい財政事情のため国家予算で補填

                                                  
2 重債務貧困国（Heavily Indebted Poor Countries）とは、世界で も貧しく も重い債務を負っている開発途上国のこ

とである。1996 年、以下の基準に従い IMF 及び世銀により認定された：(1)1993 年の 1 人当たり GNP が 695 ドル以下；

購入者

購入者

協力局援助管理課
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協力局援助管理課
購入者への決定通知

見返り資金口座への入金許可

見返り資金口座への入金

受領明細の受取り

引渡許可書の発行

農業省中央倉庫での
資機材の受け取り

協力省への購入申請
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することもできなかったためと思われる。 
なお、現時点の見返り資金積立率は、平成 12（2000）年度が積立義務額の 86.38％、平成 13（2001）

年度が 69.55％となっており、積立率が 10%台を推移した 80年代後半から 90年代に比し堅調である。 

 
表 4-3 見返り資金積立実績表 

 
（出典：協力省提出資料 2004） 

                                                                                                                                                                 
(2)1993 年時点で、現在価値での債務合計額が輸出金額の 2．2 倍以上、もしくは、GNP の 80％以上。2002 年 3 月現

在、重債務貧困国として認定されている国は 42 ヶ国であり、内 35 ヶ国がアフリカの国である。 

GF/$ Yen/$ GF/Yen *2

1985 300,000,000 210,000,000 1.654 2/3 231,560,000 266,728,319 115.2% - - 1985/2/25

1986 300,000,000 240,000,000 2.980 2/3 476,800,000 360,120,000 75.5% - 626,848,319 1987/3/9

1987 400,000,000 268,000,000 3.710 2/3 662,853,000 650,320,000 98.1% 500,000,000 777,168,319 1988/4/11

1988 400,000,000 240,000,000 4.300 2/3 688,000,000 83,600,000 12.2% 515,480,000 345,288,319 1988/12/12

1989 400,000,000 168,000,000 4.570 2/3 511,840,000 59,430,000 11.6% 210,000,000 194,718,319 1990/3/19

1990 300,000,000 168,000,000 5.870 2/3 1,033,120,000 141,236,108 13.7% 194,835,000 141,119,427 1990/10/11

1991 400,000,000 264,000,000 * 753.9 * 134.71 6.800 2/3 952,000,000 250,000,000 26.3% - 391,119,427 1991/7/8

1992 0 0 * 902.0 * 126.65 - 2/3 - - - - 391,119,427 -

1993 400,000,000 210,000,000 * 955.5 * 111.20 8.000 2/3 1,120,000,000 143,000,000 12.8% - 534,119,427 1993/5/21

1994 400,000,000 210,000,000 * 976.6 * 102.21 9.844 2/3 1,869,600,000 265,317,450 14.2% 500,000,000 299,436,877 1994/9/22

1995 350,000,000 285,000,000 * 911.4 * 94.06 10.800 2/3 1,512,000,000 127,994,059 8.5% 185,000,000 242,430,936 1995/7/12

1996 350,000,000 210,000,000 * 1,004.0 * 108.78 9.077 2/3 1,270,780,000 392,517,025 30.9% 206,712,961 428,235,000 16/09/6/96

1997 350,000,000 315,000,000 * 1,095.3 *120.99 9.4048 2/3 19,750,080,000 153,679,132 0.8% 160,825,389 421,088,743 1997/9/26

1998 290,000,000 244,759,612 1,278.30 120.58 10.6013 2/3 1,729,840,283 104,541,007 6.0% 200,000,000 325,629,750 1998/11/2

1999 300,000,000 261,036,951 1,332.80 107.57 12.3901 2/3 2,156,177,672 189,569,250 8.8% - 515,199,000 1999/9/27

2000 280,000,000 212,951,824 1,930.00 121.12 15.9346 38.9% 1,320,090,000 *3 1,140,335,436 86.4% - 1,655,534,436 2001/3/16

2001 250,000,000 186,418,570 1,978.00 133.52 14.8142 50.5% 1,394,691,250 970,106,500 69.6% 2,000,000,000 2,625,640,936 2002/2/26

合計 5,470,000,000 3,693,166,957 35,359,342,205 5,298,494,286 15.0% 4,672,853,350 625,640,936

注 *1 : 積立義務額にかかる為替レートはE/N署名月のIMF平均レートに基づき算定。¥ は日本円、GF はギニアフラン、$ は米ドルを示す。

* がついた為替レートはE/N署名年のIMF平均レート（月平均レートが入手不可のため）。

*2 : GF/$およびYen/$為替レートがIMFの年平均レートの場合、E/N署名月のIMFレートを基に算定したGF/Yenの為替レートと積算上必ずしも合致しない。

積立率の小数点第3位以下の取り扱いの違いのため、FOB額に対しE/N署名月のIMFレートを乗じた積立義務額と実際の積立義務額が異なる場合がある。

*3 : 政府間協議（コミッティ）において初めて定められた両国政府の合意に基づく積立義務額。

*4 : 見返り資金の積立期限はE/N署名日から4年。

銀行残高
(GF) E/N署名日

FOB額に対す
る積立率

積立義務額
(GF)

積立額
(GF)

使用済額
(GF)

積立率
(%)年度

E/N額

( ¥ )
FOB額

( ¥ )
為替レート *1
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（３）見返り資金プロジェクト 

見返り資金の使用に関しては、協力省が日本政府との使途協議を行うにあたっての 終的な決定権

を有しており、農業省を含め各省からの要請案件の中から緊急性の高いものを選んで在ギニア日本大

使館に使途申請を行っている。80 年代後半から 90 年台前半までは農村インフラ整備や害虫駆除が多

かったが、近年はブルビネ漁港の整備やコナクリ市内における米の調達等が実施されている。 

 
表 4-4 見返り資金使用実績表 

（出典：協力省提出資料 2004） 
 
（４）外部監査体制 

本年度 2KR から新たに導入される見返り資金の外部監査体制について「ギ」側に説明したところ、

「世銀や EU 等の他ドナーでは民間の外資系監査法人の外部監査がすでに実施されており、見返り資

金積立てにかかる透明性と公正性を確保する格好の手段であるため、「ギ」側からもぜひお願いした

い」との快い回答が得られた。また、監査の対象や TOR については「追って日本側と協議したい」

とのコメントがなされた。 
ただ、外部監査にかかる経費負担については、「ギ」側は、厳しい財政事情を鑑み、見返り資金の

活用を要望した。 
 

実施時期
見返り資金
使用額

使途協議 計画名 実施機関 計画内容

1987年2月-8月 350,000,000 済 害虫駆除 農業省農業局 移動性バッタ対策。穀物に発生する毛虫（chenilles légionnaires）の駆除。

1987年2月 150,000,000 済 グビニャム（Gbignamou）地区
整備計画

農業省土木局 農産物流通活性化を目的とした農道及び小規模橋梁整備。

1988年1月-5月 375,480,000 済 モロドゥグ（Morodogou）地区
整備計画

農業省土木局 農道及び小規模橋梁整備。灌漑水路（主水路及び二次水路）のリハビリ。

1988年2月-6月 140,000,000 済 移動性バッタ対策 農業省農業局 害虫駆除班による農薬散布及びモニタリング。殺虫剤の調達。車輌及び農薬散布
機の燃料の調達。

1989年5月-7月 210,000,000 済 害虫駆除 農業省農業局 北部全県のバッタ駆除及びモニタリングの拡充。新たに編成された害虫駆除班へ
の機材供与。在庫農薬の刷新。

1990年3月-4月 125,000,000 済 農業倉庫建設計画 農業省農業局 リベリア難民対策の一環としての農業生産向上にかかるグケドゥ（Guéckedou）県及

びマセンタ（Macenta）県における農業倉庫の建設

1991年1月 69,835,000 済 害虫対策 農業局 海岸ギニアにおける食糧作物の害虫調査。中部ギニア及び高地ギニアにおける
バッタ発生状況のモニタリング。ガウアル（Gaoual）県及びクンダラ（Koundara）県に
おける毛虫の駆除。

1994年2月 300,000,000 済 サマヤ（Samaya）、マディナ・ウラ

（Madina-Oula）地区整備計画

土木局 農道のリハビリ及び拡充。小規模橋梁建設。灌漑水路の整備及びリハビリ。

1994年6月-9月 200,000,000 済 害虫駆除 農業局 海岸ギニア、中部ギニア及び高地ギニアにおける農薬による毛虫の駆除。害虫駆
除班の機材更新。農薬使用にかかる農民研修。

1995年6月-9月 95,000,000 済 害虫駆除 農業局 農薬使用にかかる農民研修。害虫駆除班に対する農薬及び機材供与。

1995年3月-6月 90,000,000 済 シンタン （ Sintan ） 、 テレ メレ

（Telemele）簡易橋整備計画

土木局 シンタン県（Sintan）における小規模農村橋梁の建設。

1996年6月-9月 150,212,961 済 害虫駆除 農業局 農薬使用にかかる農民研修。害虫駆除班に対する農薬及び機材供与。

1996年3月-4月 56,500,000 済 中央倉庫補修計画 農業局 中央倉庫の屋根の葺き替え。

1999年4月-8月 160,825,389 済 - 協力局 -
2000年 200,000,000 済 ブルビネ（Boulbinet）漁港整備

計画

協力局 漁港整備。

2004年 2,000,000,000 済 コメ調達計画 大統領府特別官房 コナクリ特別区98県におけるコメの販売。

合計 4,672,853,350
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４－３ モニタリング・評価体制 

平成 11（1999）年度までは農業省が民間業者にほとんどの資機材を入札方式にて販売していたが、

①民間業者が不当に販売価格を操作する可能性があること、②2KR 資機材が地方の農家まで届いて

いない可能性があること、③遠隔地の農家が購入できる場合でも輸送費が上乗せされており、首都コ

ナクリ近郊で購入する場合より高価であること等の理由から協力省が直接販売する方法に改めた。

NGO、農民連合（UNION）や農民グループ及び農民に対しての直接販売は従来と変わっていないが、

2000 年に設立された全国農業会議所（CNA）を通じて全体の 60%の資機材を、州農業会議所（CRA）

が所在する各州の州都まで CNA の経費負担で輸送するため、CRA 以遠の輸送費はエンドユーザー負

担となるものの、「ギ」国農業人口全体の 95%を占める小規模農家や小規模農場主らの 2KR 資機材へ

のアクセスが改善されている。 
現行制度では、CNA 販売分については、CRA 議長立会いのもと、中央銀行の見返り資金口座に購

入者が所定代金を入金すれば、協力省から引渡証が発行され、その引渡証をもって資機材の引き取り

が可能となっており、見返り資金の入金台帳は従前から協力省で作成されている。しかし、小規模農

家や小規模農場主に限定して 2KR 資機材を販売している訳ではなく、いつ誰に何をどのくらい売っ

たのかという販売実績は、協力省はもちろん CNA においても作成されていない。 
しかし、入金台帳はローカル NGO や農民連合（UNION）ベースでも完備されていることから、こ

の記録の統計処理を行い、協力省及び農業省ベースで販売記録を整備すれば、販売先のモニタリング

が可能となる。この販売台帳の整備については、協力省及び CNA で必要となる措置をとる旨「ギ」

側が確約したところ、協議議事録にて署名、確認した。 
 
４－４ ステークホルダーの参加 

 「ギ」国はこれまで 2KR に関係する全てのステークホルダーを対象とした協議会を開催した実績

はない。外部監査体制同様、ステークホルダーの参加機会の確保は、本年度 2KR から新たに導入さ

れる制度だが、2KR 関係者の理解と協力を得るには協議会の開催は も効率的かつ効果的であり、

本制度導入にあたっては一切の支障はないとの回答が得られたところ、協議議事録にて署名、確認し

た。 
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４－５ 広報 

「ギ」国は 1985 年の 2KR 開始当初から、我が国と「ギ」国、両国政府間の交換公文（E/N）の署

名、見返り資金プロジェクト等の新聞、ラジオ及びテレビによる広報を実施している。主な広報実績

は以下のとおり。 
 

表 4-5 広報実績一覧 

（出典：協力省提出資料 2004） 

年 広報媒体 取材対象

1985 新聞、ラジオ、テレビ E/N署名、引渡式、到着通知

1986 同上 同上

1987 同上 同上

1988 同上 同上

1989 同上 同上

1990 同上 同上

1991 同上 同上

1993 同上 同上

1994 同上 同上

1995 同上 同上

1996 同上 同上

1997
新聞、ラジオ、テレビ、
パンフレット

E/N署名、引渡式、到着通知
害虫駆除キャンペーン

1998 同上 同上

1999 同上 同上

2000
新聞、ラジオ、テレビ E/N署名、引渡式、到着通知、

コミッティ協議、販売価格設定

2001 同上 同上
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第 5 章 資機材計画 

５－１ 要請内容の検討 

（１）対象地域・対象作物 

当初要請をもとに「ギ」側と協議した結果、対象作物・対象地域については以下にて合意した。 
 

表 5-1 対象地域・対象面積 

（出典：農業省提出資料 2004） 
  

対象地域は全国となっている。各対象作物の生産は全国 7 州で行われており、対象地域の選択は

妥当である。なお、対象面積は各対象作物の生産状況を勘案して「ギ」側が設定したものだが、高

い国内需要のため輸入に依存している米、トウモロコシが特に重点化されている。 
 

表 5-2 地方別主要作物生産状況 

  （出典：農業省統計資料 1997-1998） 

 
また、対象作物であるイネ、トウモロコシ、キャッサバ、フォニオは、「ギ」国の主要食用作物で

あり、全て国内で消費されている。特にイネ（自給率 : 69.6% 1）、トウモロコシ（98.1%）は不足分

を輸入していることから、増産の必要性が高い。なお、キャッサバの自給率は 100%であるが、穀類

の不足分を補完する作物としての需要がある。 

                                                  
1 FAO DATABASE 2004 

（単位：ha）

対象作物 対象地域 作付面積 対象面積
対象面積の作付

面積に対する割合

イネ 438,403 34,800 7.9%

トウモロコシ 81,938 3,200 3.9%

キャッサバ 95,339 1,500 1.6%

フォニオ 128,270 500 0.4%

全国

（単位：トン）

ボケ ファラナ カンカン キンディア ラベ マム ゼレコレ 合計

イネ 65,675 131,926 110,337 168,162 21,454 17,421 200,674 715,649

トウモロコシ 10,138 8,387 21,726 1,889 22,973 16,447 3,833 85,393

キャッサバ 77,998 153,686 221,062 86,193 40,075 75,643 120,943 775,600

フォニオ 5,617 11,070 19,903 4,703 37,928 27,011 4,628 110,860

ラッカセイ 29,111 14,055 21,659 34,115 20,474 32,168 6,494 158,076

作物

州名
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表 5-3 対象作物輸出入状況 

 * フォニオについてはデータなし。 （出典：FAO DATABASE 2004） 

 
フォニオは、西アフリカで栽培されているイネ科メヒシバ属の穀物だが、「ギ」国は作付面積及

び生産量とも西アフリカ随一で、その生産量はトウモロコシを上回っており、食用作物としての重

要な役割を果たしている。 
よって、これらの食用作物は対象作物として妥当な選択といえる。 

 
（２）要請品目・要請数量 

要請品目・要請数量については以下にて合意した。 

 
表 5-4 要請品目・要請数量 

No. 要請品目 要請数量 対象地域 対象作物 

1 尿素  5,960 T 全国（40,000 ha） イネ 

トウモロコシ 

キャッサバ 

フォニオ 

2 TSP（重過リン酸石灰） 357.5 T 全国（3,700 ha） トウモロコシ 

フォニオ 

3 NPK17-17-17 4,270 T 全国（39,500 ha） イネ 

トウモロコシ 

キャッサバ 

4 籾摺り精米機  16 台 全国（11,520 T） イネ 

5 灌漑ポンプ  20 台 全国（3,200 ha） トウモロコシ 

（出典：農業省提出資料 2004） 

 
・肥料 

当初要請は尿素、TSP、溶リン、硫酸カリ、NPK17-17-17 及び NPK14-23-14 の 6 品目だった

が、リン酸系肥料の TSP と溶リン、高度化成肥料の NPK17-17-17 と NPK14-23-14 は、スケー

ルメリットを考え、特に需要の高い TSP と NPK17-17-17 にそれぞれ一本化、硝酸カリは削除と

し、尿素とともに計 3 品目を調達する。 
 

  ・農薬 
供与停止の原則に基づき、当初要請の 5 品目（ペンディメタリン 50% EC、ベンチオカルブ+

プロパニル 40% + 20% EC、クロルピリフォスエチル 480g /L EC、ピリミフォスメチル 50% EC、

（単位：トン）

対象作物 生産量 輸入量 期首在庫 合計

コメ 562,000 357,000 ▲ 112,000 807,000

トウモロコシ 103,000 2,000 105,000

キャッサバ 1,138,000 0 1,138,000
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シハロトリン 10% EC）は、農薬散布機 2 品目（人力散布機、動力散布機）及び防護具 5 品目

（ゴーグル、マスク、手袋、ブーツ、防護服）とともに、要請品目から削除した。 
 

・農業機械 
農薬散布機、防護具以外の農機については、歩行用トラクター及び作業機（ボトムプラウ、

リッジャー及びトレーラー）と刈払除草機については民間ベースでもある程度の量の流通がみ

られることから削除することとしたが、農民からの需要が高い籾摺り精米機と灌漑ポンプのみ

調達することとした。 
 

５－２ 選定品目数量・選定数量 

５－２－１ 肥料 

（１）尿素 ＜5,960 T＞ 

（２）TSP ＜357.5 T＞ 

（３）NPK17-17-17 ＜4,270 T＞ 

 
1) 肥効 

＜尿素＞ 
水に溶けやすい速効性の窒素質肥料で、吸湿性があるため粒状化されている。窒素質肥料の

中で窒素含有率が最も高く、土壌を酸性化する副成分を含まない。施肥してもすぐには土に吸

着されず、施肥後 2 日ほどで炭酸アンモニアに変り、土に吸着されやすくなる。穀類、野菜、

果樹などほぼ全ての作物に適するため、世界的に広く使用されている。 
＜TSP＞ 

TSP はリン鉱石にリン酸またはリン酸と硫酸の混液を加えて反応させた重化リン酸石灰のこ

とである。リン酸含有量が高く、全リン酸の 95%以上は可溶性であり、80%以上は水溶性で、

肥効は過リン酸石灰とほとんど同じであるが、石こうをあまり含まないことから、老朽化した

水田や湿田に適し、畑作でも土壌を酸性化するおそれが少ないなどの特徴がある。 
＜NPK17-17-17＞ 

三成分の保証成分の合計が30％以上の高度化成である。化成肥料は肥料原料を配合し化学的

操作を加えて製造したもので、広く各作物に使用できるように、原料の種類や配分比を変えて

いろいろなタイプの肥料が作れるという特徴がある。高度化成は、さらに三要素含量が高いた

め輸送費が軽減される、施肥労力が省ける等のメリットがあるほか、リン酸の全部または一部

がリン安の形で含まれているため窒素、リン酸の肥効が高いと評価されている。 
本肥料は三要素含有比が等しい、いわゆる「水平型」のもっとも一般的な高度化成肥料で畑

作、水田において、ともに元肥として広く使用される。 
 

2) 必要数量 

今回要請された上記 3 肥料は、全国において、イネ、トウモロコシ、キャッサバ、フォニオを

生産している農家、農民グループを対象に販売される計画である。対象地域における各肥料の必

要数量を表 5-5 に示す。なお、「ギ」側の説明によれば、各対象作物の施肥量は「ギ」国の施肥

基準に合致している。なお、近年 2KR により、平成 9（1997）年度から平成 13（2001）年度ま
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での 5 年間にわたり、尿素 2,036 トン、TSP 365 トン、NPK17-17-17 2,701 トンが調達されている

が、今回の現地調査において一切の在庫が確認されなかった。 
 

表 5-5 肥料必要数量 

 （出典：農業省提出資料 2004） 

 
3) 生産目標 

今般要請された肥料の投入による具体的な生産目標は「ギ」側から提示されなかったが、「ギ」

国は、1991 年に農業セクター開発計画として「農業開発計画（1991-1995）」（LPDA : Lettre Politique 
du Développement Agricole）を策定、さらに、1996 年に「国家開発計画」（Guinée Vision 2010）、
1998 年に「農業開発計画フェーズ 2（1998-2005）」（LPDA2）を策定し、食糧安全保障の強化、

輸出用作物の増産、天然資源の合理的管理等を全体目標とし、農業分野での成長目標を 1999 年

に年率 6%、2010 年に年率 10%に設定している。今般の対象作物は増産対象となっており、同作

物に対する肥料の調達は妥当であると判断する。2 

                                                  
2 表 3-1 生産目標参照 

対象作物 対象面積 (ha)
a

施肥量 (kg/ha)
b

作付（回/年）

c
必要数量 (T)

d = a*b*c/1,000
合計 (T)

尿素 イネ 34,800 150 1 5,220 5,960
トウモロコシ 3,200 100 2 640
キャッサバ 1,500 50 1 75
フォニオ 500 50 1 25

TSP トウモロコシ 3,200 50 2 320 357.5
フォニオ 500 75 1 37.5

NPK イネ 34,800 100 1 3,480 4,270
17-17-17 トウモロコシ 3,200 100 2 640

キャッサバ 1,500 100 1 150
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4) 販売・使用計画 

｢ギ｣国側の説明によれば、各肥料の要請数量の 60%を全国農業会議所（CNA）を通じて農民、

農民グループに販売する。全国 7 州に所在する州農業会議所（CRA）までの輸送費（トラック借

上料、運転手日当、燃料代等）は CNA が負担し、購買力の低い小規模農民の肥料へのアクセス

改善を図る。また、残り 40%は SG2000 等の NGO、民間企業ならびに全国の農民連合（UNION）、

農民組合、農民グループ及び農民に直接販売される。 
 

表 5-6 肥料の販売計画 

 （出典：協力省提出資料 2004） 

 
5) 対象農家の妥当性、入金台帳システム改善の余地 

「ギ」側の計画では、CNA を通じて、各肥料の要請数量の 60%をイネやフォニオ等の食糧作物

を栽培する農民、農民グループに販売する予定であり、対象農家は妥当である。なお、残り 40%
は SG2000 等の NGO、CNA の輸送費補助を必要としない食糧作物を栽培する全国の農民連合

（UNION）、農民組合、農民グループ及び農民並びに民間企業に直接販売される予定である。 
一方、現行の販売制度では CNA、CRA、CPA いずれも資機材の販売と代金の回収に直接的に

関与しておらず、売却先の特定もしていない。CNA 販売分については、CRA 議長立会いのもと、

中央銀行の見返り資金口座に購入者が所定代金を入金すれば、協力省から引渡証が発行され、右

引渡証をもって資機材の引き取りが可能となっている。協力省の入金台帳は従前からあるものの、

いつ誰に何をどのくらい売ったのかという販売実績は不明確である。 
したがって、計画上、対象農家の妥当性は確認できるが、実施上、食糧作物を生産する小規模

農民を対象として販売するとの販売基準が明確でなく、このためモニタリング体制が不十分であ

る。 
しかしながら、入金台帳は、協力省のみならずローカル NGO や農民連合（UNION）ベースで

も完備されているため、右記録の統計処理を行い、協力省及び農業省ベースで最終的な販売記録

を整備すれば、資機材販売にかかるモニタリング体制が拡充し、輸出換金作物への流用を防止す

ることができる。 

（単位：トン）

肥料名
全国農業会議所

（CNA）
NGO 民間企業、農民グルー

プ・農民への直接販売 合計

尿素 3,576 596 1,788 5,960

TSP 215 36 106.5 357.5

NPK17-17-17 2,562 427 1,281 4,270
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6) 民間セクターへの影響 

2004 年の FAO 統計によると、「ギ」国の 2002 年の有効成分ベースの総肥料輸入量は 3,200 ト
ン（窒素 1,000 トン、リン酸 1,400 トン、カリ 800 トン）であり、今般の要請数量 10,587.5 ト
ンを成分換算すると、5,084.8 トンとなり総輸入量の約 1.6 倍である。 
  

表 5-7 要請肥料の有効成分換算表 

  （出典：農業省提出資料 2004） 

 
「ギ」国においては、外貨不足やギニアフランの下落により民間業者が肥料の調達に困難を来

たしている。現在、肥料市場は極めて脆弱な市場であるものの、2KR 肥料がコナクリ市内で 1 袋

50kg、19,500 GF（780 円）で販売される中、民間業者の肥料は 70,000 GF（2,800 円）で取引され

ており、その需要の高さがうかがえる。 
総輸入量の約 1.6 倍の 2KR 肥料の調達は現行の市場規模を大きく上回っているが、コナクリの

肥料・農薬販売店の SAREF INTERNATIONAL が「ギ」国の高い肥料ニーズを背景にギニアフラ

ンでの購入が可能な 2KR 肥料の販売を強く希望しているように、2KR 肥料は、需要過多、供給

不足となっている「ギ」国民間市場の肥料の供給源となり、市場の形成を促すものと思われる。 
 
５－２－２ 農業機械 
（１）籾摺り精米機（16HP 以上、600kg/h 以上） ＜16 台＞ 

（２）灌漑用ポンプ（4" x 4" 10m 以上） ＜20 台＞ 
1) 用途・分類・構造・仕様 

＜籾摺り精米機＞ 

用途：乾燥後の籾を、脱ぷ・風選して玄米に、この玄米の糠層を除去して精白米にする。いわ

ば、籾すり作業と精米作業の2工程を1工程で行う機械である。なおプレクリーナー付（石

抜き機）籾すり精米機は、乾燥後に含まれているわら屑や小石・土砂等の異物の除去す

る工程を付加し、3工程を1工程で行う機械である。 
分類：脱ぷ方式により摩擦式（ゴムロール）と衝撃式（遠心式）、精米方式により摩擦式（ロ

ール耐触圧力）と研削式とに区分されるが、一般には両者ともに摩擦式が多い。 
構造：精白米を得るために原料籾を粗選し、籾すり機にかけ玄米に、玄米を精米機にかけて精

白米にする、これらの独立した機能を有する専用機を揚穀機（バケットエレベーター）

などで連結し、一つの機械としたものである。その構造は、脱ぷ部・風選部、精白部・

篩別部、および搬送部等から構成されている。ゴムロールで脱ぷされた殻粒は唐簑によ

る風選で、籾、籾殻、しいな等に分けられ、籾殻、しいな、は機外へ、籾と玄米は揚穀

（単位：トン）

肥料名 尿素 46% N TSP 46% P2O5 NPK 17-17-17 合計

要請数量 5,960 357.5 4,270 10,587.5
N 2,741.6 725.9 3,467.5

P2O5 164.5 725.9 890.4
K 725.9 725.9

合計 2,741.6 164.5 2,177.7 5,083.8
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機により、万石部（篩い）へ搬送される。選別方式には自然流下と揺動の網式、揺動板

式、断続空気流式、および回転筒式等があり、選別された籾は脱ぷへ、玄米は良玄米、

または屑米口に送られる。なお、精白部の摩擦式は、精白室内の螺旋ロールと出口の抵

抗器によって殻粒を加圧、主として殻粒の相互摩擦により糠層を除去して精白米を得る

ものである。プレクリーナー付機械は、籾摺り精米機の前にプレクリーナーがつけられ、

揚穀機によって連結されており、重力、および風力利用により異物を除く機構になって

いる。 

仕様： 
表5-8 籾摺り精米機の標準仕様  

ゴムロール幅（mm） 適合モーター出力（Kw） 概略性能（kg/hr） 

 25 型 （64） 1.5 600 ～（籾を対象） 

 30  （76） 1.9 1,000 ～ 

 40 （102） 1.9 1,500 ～ 

 50 （127） 3.7 2,000 ～ 

 （出典：新版農業機械ハンドブック 2004） 

 

＜灌漑用ポンプ＞ 
用途：田、畑への灌漑を目的として使用される揚水ポンプである。 
分類：使用されるポンプは、使用目的や使用場所等により多種多様であるが、一般的にはター

ボ型、容積型、特殊型の3種に大別され、このうち灌漑用に多く使用されているのは、ケ

ーシング内で回転する羽根車の遠心力で揚水するターボ型遠心ポンプのうちの渦巻ポン

プである。分類としては、必要な吸水・吐水量による大きさ区分、エンジン駆動とモー

ター駆動との区分、また使用する水質によって清水、濁水、塩水用にも区分される。 
構造：6～8枚の羽根を有する羽根車と、これを囲むケーシング、吸込・吐出管等から成り、羽

根車の回転により生ずる遠心力によって水に圧力エネルギーを与え、吸込管から吸い上

げた水を吐出管から吐水するものである。この原理から遠心ポンプと呼ばれ、またケー

シングが渦巻型状であることから、渦巻ポンプとも呼ばれている。また、案内羽根の有

無によりボリュートポンプとタービンポンプとに分られ、羽根車の外側に固定された案

内羽根をもつタービンポンプは揚程を高くできる。そして羽根車とケーシングの組み合

せ個数を増し多段式にすると高揚程ポンプとなる。しかし水源の水面からポンプまでの

垂直距離（ポンプの吸込み実揚程）は6～7ｍ以下である。始動時には吸込管とケーシン

グを水で満たす「呼び水操作」を必要とするが、自吸式ポンプと呼ばれるものは、この

操作が不要で、最初だけケーシングに注入すれば、空気と水の分離装置により揚水がで

き、始動・停止を繰り返す場所では便利である。 
 

2) 必要数量 

今回要請された籾摺り精米機 16 台、灌漑ポンプ 20 台は、全国において、イネ、トウモロコ

シを生産している農家、農民グループを対象に販売される計画である。対象地域における各農

機の必要数量を表 5-9、表 5-10 に示す。なお、近年 2KR により、平成 9（1997）年度から平成
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13（2001）年度までの 5 年間にわたり、籾摺り精米機 7 台、灌漑用ポンプ 16 台（うち、今般

要請の 4" x 4" は 8台）が調達されているが、今回の現地調査において一切の在庫が確認され

なかった。 
＜籾摺り精米機＞ 

表 5-9 籾摺り精米機の必要数量 

 （出典：農業省提出資料 2004） 
 
＜灌漑用ポンプ＞ 

表 5-10 灌漑用ポンプの必要数量 

* 稼動日数及び灌漑面積は延べ数。通常、ある一定面積の圃場を毎日あるいは数日おきに灌漑する。 

（出典：農業省提出資料 2004） 

 
3) 生産目標 

上記 2 表のとおり、籾摺り精米機、灌漑用ポンプとも対象精米量（精米能力）、対象面積、稼

働時間及び稼働日数に基づいた必要台数が算出されている。なお、イネ、トウモロコシとも LPDA2
の増産対象食糧作物である。 

 
4) 販売・使用計画 

 ｢ギ｣国側の説明によれば、各農機の要請数量の 60%を全国農業会議所（CNA）を通じて農民、

農民グループに販売する予定である。全国 7 州に所在する州農業会議所（CRA）までの輸送費（ト

ラック借上料、運転手日当、燃料代等）は CNA が負担し、購買力の低い小規模農家及び小規模

農場等の小規模農民の農機へのアクセス改善を図る。また、残り 40%は農業省の中央倉庫から民

間企業、NGO、全国の農民連合（UNION）、農民組合及び個人農民に直接販売される。 

 
表 5-11 農機販計画 

 （出典：協力省提出資料 2004） 

  
なお、肥料と同様、CNA による販売制度では、CRA がある州都までは CNA が輸送費を負担す

るものの、州都から農民及び農民グループまでの輸送費は購入者の別途負担となっている。農機

（単位：台）

農機名
全国農業会議所

（CNA）
中央倉庫から農民グルー
プ・農民への直接販売 合計

籾摺り精米機 10 6 16

灌漑用ポンプ 12 8 20

対象作物
a

対象精米量(T)
c

精米能力(kg/h)
ｄ

稼働時間（h/日）

e
稼動日数（日）

f
精米量（T/機）

g = d*e*f/1,000
必要数量（台）

h = c/g

籾摺り精米機 イネ 11,520 600 8 150 720 16

対象作物
a

対象面積 (ha)
c

稼働時間（h/日）

d
稼動日数（日）

e
灌漑面積(ha/台)

f = d*e
必要数量（台）

g = c/f

灌漑ポンプ トウモロコシ 3,200 8 20 160 20
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の手数料については、具体的な情報が得られなかったが、エンドユーザーに相応の経費負担が発

生していると考えられる。しかし、CNA が一部輸送費を負担するため、民間業者から購入する

場合に比し、農機を廉価で調達できるものと判断する。 

 
5) 対象農家の妥当性、綿花栽培など輸出換金作物への流用の可能性 

肥料よりも、配布先の特定とモニタリングは容易であるものの、すでにコメントしたとおり、

計画上、対象農家の妥当性は確認できるが、実施上、食糧作物を生産する小規模農民を対象とし

て販売するとの販売基準が明確でなく、実際の販売段階では入金すれば誰でも購入できる現状で

あるため、綿花栽培などの輸出換金作物への流用の可能性は排除できない。 
しかしながら、入金台帳は、協力省のみならずローカル NGO や農民連合（UNION）ベースで

も完備されているため、右記録の統計処理を行い、協力省及び農業省ベースで最終的な販売記録

を整備すれば、資機材販売にかかるモニタリング体制が拡充し、輸出換金作物への流用を防止す

ることができる。 
 

6) 民間セクターへの影響 

 2004 の FAO 統計によれば、「ギ」国の籾摺り精米機の輸入は 1998 年-2002 年の 5 年間にわたり

一切の実績がなく、灌漑ポンプはデータそのものがなかった。このことから「ギ」国の農機市場

は極めて小規模であるといえるが、コナクリに中国製の精米機を販売している農機ディーラー、

SOAGRIMA があった。同ディーラーに主たる農機の販売価格を確認したところ、中国製農機の

販売価格は 2KR の FOB 単価の 1/3 以下であることがわかった。 
 

表 5-12 2KR 農機及び中国製農機の価格比較 

 （出所：SOAGRIMA） 

 
SOAGRIMA の農機は大規模プロジェクトや輸出換金作物を栽培する大規模農家を対象に販売

されている。また、同社は、クレジットは支払いが焦げ付く可能性が高いため、経営上のリスク

を回避するため、農機は全て現金一括払いのみの対応をとっており、価格的には廉価ながら小規

模農民が同社の農機を調達するには困難が伴っている。 
しかし、SOAGRIMA の中国製農機の販売価格は 2KR 農機 FOB 単価の 7 分の 1 であり、中国製

農機が価格競争力において勝っているところ、「ギ」国における籾摺り精米機と灌漑ポンプの販

売実績は確認できないものの、2KR によるこれら農機の調達が「ギ」国の民間市場に及ぼす影響

は軽微であると思われる。 

（単位：円）

農機名 2KR農機のFOB単価 中国製農機の小売価格

籾摺り精米機 600kg/h以上 783,880 104,000

灌漑用ポンプ 4"x 4" 375,000 50,000
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7) スペアパーツ、修理、アフターサービス 

＜スペアパーツ＞ 
 「ギ」国においては、外貨不足とギニアフランの下落によりスペアパーツの調達には困難を

伴う。他方、SOAGRIMA は中国のメーカーから直接の買い付けを行っており、スペアパーツ

も GF で購入可能とのことであった。したがって、中国製以外の第 3 国製品については、調達

時に供給されるスペアパーツがなくなったところで修理不能となる可能性が高いが、中国製品

であるならばスペアパーツの調達は可能である。 
＜修理及びアフターサービス＞ 
 SOAGRIMA は、各地方に支店はないが、中国製の農機を販売した場合、販売後 6 か月まで

は旅費のみの負担で全国どこでも出張して修理や保守点検を行うサービスを実施している。た

だし、7 か月目からは部品代と工賃を徴収している。また、農業機械化試験研修センター

（CEPERMAG）は過去 20 年間に 6,850 人の研修を実施し、地方レベルにおける技術者育成に

貢献しており、2004 年 3 月に設置される県農業センター（CAP）が、県農村開発環境局（DPDRE）
や農村開発普及公社（SNPRV）とともに、農機の利活用にかかる技術普及やメンテナンスにか

かる支援事業を実施する予定であり、農機の保守管理にかかるアフターサービスの拡充が見込

まれている。 
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５－３ 調達計画 

（１）スケジュール案 

 「ギ」国の農繁期は雨季が始まる 4 月頃から始まっている。肥料は元肥として使用されること

が多いことから、2 月末までには圃場に到着していることが必要である。また、籾摺り精米機は

イネの収穫が 10 月から始まるため、8 月末までの圃場到着、トウモロコシ用の灌漑ポンプは播

種・植付が 5 月から始まることから、3 月末までの圃場到着が求められる。しかし、雨季は舗装

道路を除いて道路事情が悪化することから、全ての資機材が雨季前に到着して配布されているこ

とが望ましい。したがって、各エンドユーザーへ配布に要する時間を考えると、全ての資機材が

1 月末までにコナクリ港に到着していれば、当該年の農繁期に遅滞なく使用することができる。 
 

図 5-1 「ギ」国農業カレンダー 

 （出典：FAO DATABASE 2004 等） 

  
（２）調達先国 

「ギ」国では肥料、籾摺精米機、灌漑ポンプの国内生産は行われておらず、全てを輸入に頼っ

ている。民間ベースでは一部農機について中国製品が流通しているが、主たる調達先は DAC 諸

国であり、過去の 2KR の調達先も常に DAC 諸国だったことから、「ギ」側は価格に対する品質

を特に重視し、今年度の調達先も DAC 諸国とすることを希望している。 
 

５－４ 調達代理方式 

調査団より、従来の調達監理方式に代わる新しい調達方式として、調達代理方式の説明を行っ

た。新方式のフローチャートや調達のガイドライン等を用い、従来の方式（調達監理方式）との

違いや特長等について説明した。｢ギ｣国側からは、ガイドラインを精読し理解を深めたいと前置

きしながらも、本制度導入にあたっては基本的に一切の支障はないとの回答が得られたところ、

協議議事録にて署名、確認した。 

作物
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

イネ

トウモロコシ

キャッサバ

フォニオ

凡例 耕起：△-△   播種／植付：○-○   施肥：□-□   防除：▲-▲   収穫：◎-◎   脱穀：◇-◇

月
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第 6 章 結論と提言 

６－１ 結論 

本調査結果に基づいてなされた「ギ」国 2KR にかかる評価は、表 6-1 のとおりである。 
 

表 6-1 平成 16 年度 2KR 調査 評価表（ギニア） 

評価項目 判定結果

上位計画との整合性の確認  
上位計画に食糧増産が明記されている。 ○ 
上位計画と 2KR との間に整合性が見られる。（目的、対象地域、対象農家、配布

方法、他の政策との連携など） 
○ 

ニーズの確認  
要請資機材は広く使用されている一般的な資機材である。 △ 
これまでに 2KR で調達された資機材の不良在庫は無い。 ○ 

実施体制の確認  
資機材の配布・販売にかかる実施体制や手順を規定した法規やマニュアル等が存

在する。 
△ 

2KR 実施の担当機関、担当部署、担当者が決められている。 ○ 
見返り資金の積立て・管理にかかる実施体制や手順を規定した法規やマニュアル

等が存在する。 
△ 

見返り資金積立ての担当機関、担当部署、担当者が決められている。 ○ 
資機材の配布・販売後のモニタリング・評価が実施されている。 △ 
政府間協議（コミッティ）が開催されている。 ○ 

見返り資金の積み立て・活用の確認  
見返り資金が計画通り積立てられている。 △ 
見返り資金の積み立て状況に係る四半期報告が行われている。 ○ 
見返り資金の使途協議が行われている。 ○ 
見返り資金プロジェクト実施報告が行われている。 △ 

新供与条件の同意の確認  
四半期に一度の連絡協議会の開催 ○ 
ステークホルダーの参加機会の確保 ○ 
見返り資金の外部監査 ○ 

その他（広報など）  
資機材の引渡式が開催されている。 ○ 
2KR に関する広報が行われている。 ○ 
見返り資金プロジェクトの広報が行われている。 ○ 

 
評価項目を満たしている。 ○ 
評価項目を満たしていないが改善の方策をとっている。 △ 
評価項目を満たしていない。 × 
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2KR資機材の販売にかかる実施体制や手順を規定した法規やマニュアル等の整備はこれからの

段階であり、実施機関である協力省は、見返り資金口座への入金状況は従前から時系列的に記録し

ているものの、適切な統計処理が行われておらず、地域、購入者、品目別の販売実績がデータとし

てまとまっていない。このため、脆弱な財政基盤の中で効果的かつ効率的なモニタリングを行うに

あたっての基本的な情報が不足しており、「ギ」側の食糧作物を生産する小規模農家及び農場主を

対象として2KR資機材を販売するという政策・方針は明確でない。 
しかし、食糧増産における貧農支援のため、「ギ」側は、平成13（2001）年度2KRより、投機性

の高い民間業者を対象とした入札販売に代え、全国農業会議所（CNA）が2KR資機材の約60%につ

いて一部輸送費を負担し販売する新制度を新たに導入した。これにより州農業会議所（CRA）が所

在する全国7州の各州都までの輸送が無料となり、各州の州都においては首都コナクリと同じ販売

価格で2KR資機材を購入できるようになった。CRA以遠の輸送経費はエンドユーザーの負担となる

が、ローカルNGOや農民連合（UNION）への中間手数料を支払っても、民間業者の販売価格に対

して大幅に割安で2KR資機材が購入できており、小規模農民の農業資機材のアクセス改善が図られ

ている。 
また、見返り資金の積立義務額に対する積立率は、全国農業会議所（CNA）が全体の約60％の配

布を担い、積立義務額が二国間の協議で決定されるようになった平成12（2000）年度案件以降、同

年度の積立率は86.38％、平成13（2001）年度が69.55％と堅調であり、積立率が10％台を推移して

いた80年代後半から90年代に比し大きく改善している。 
「ギ」国の2KR実施体制は、小規模農家及び農場主を対象として2KR資機材を販売するという政

策・方針が明確でなく、販売実績が統計処理されておらずモニタリングのための基本的な情報が不

足しているなど、まだ改善の余地があるが、今次調査で確認された小規模農民の農業資機材のアク

セス改善と見返り資金の積立て向上については評価するべきと思われる。また、調査団からの提言

をふまえ、今次調査の協議議事録において、「ギ」側は実施機関である協力省とCNAにおける販売

台帳の整備につき必要な措置を講じる旨確約しており、今後、モニタリングのための基本情報が整

備され、小規模農民への2KR資機材の販売拡充が見込まれる。さらに、民間業者が投機性の高い農

業資機材の販売を行っている「ギ」国において、小規模農民の手の届く価格で農業資機材を供給す

る2KRは、「ギ」国政府及び関係機関のみならず、農民連合（UNION）、農場主及び農民らから高

く評価されているところ、本年度2KRの実施は妥当であると考える。 
 
６－２ 提言 
2KR 資機材の販売及び見返り資金の積立て・管理にかかるソフトコンポーネントの実施について 

見返り資金の積立義務額に対する積立率は、平成 12（2000）年度案件以降、同年度が 86.38％、

平成 13（2001）年度が 69.55％と堅調であり、積立率が 10％台を推移していた 80 年代後半から 90
年代に比し大幅な改善が図られている。 
他方、「ギ」国における 2KR 資機材の販売や見返り資金の積立状況にかかるモニタリング体制は

不十分で、現時点では、資機材の見返り資金口座における時系列な入金記録しかなく、地域、購入

者、品目別の販売実績が明確でなく、実施体制や手順を規定した法規もマニュアルもない状態であ

る。「ギ」側は協力省と CNA において販売台帳の整備につき必要な措置を講じる旨確約したが、

実際の取り組みについてはまだ何も決まっていない。また、販売台帳の整備状況については本案件

から導入される連絡協議会での逐次確認が効果的だが、この逐次確認もまず「ギ」側の行動がない
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とその効果が発揮できない。 
 
このような状況を鑑み、2KR 資機材の販売及び見返り資金の積立てにかかる技術指導をソフトコ

ンポーネント 1 として実施し、入金台帳の統計処理及び販売台帳の整備等につき、「ギ」側のキャ

パシティービルディングを図り、2KR のモニタリング体制の強化・改善を行うことを提言する。 
本ソフトコンポーネントの導入により、「ギ」側の食糧作物を生産する小規模農家及び農場主を

対象として 2KR 資機材を販売するという政策・方針がより明確となり、販売実績等の統計データ

の整備によりモニタリング体制が拡充され、現段階の販売先のみの特定から、資機材の利活用状況

並びに裨益効果までを定量的に評価する 2KR の実施体制の基礎が構築できるとともに、見返り資

金の積立率をさらに向上させることができる。 
なお、実施工程（案）は下表のとおり。 
 

表6-2 ソフトコンポーネント実施工程（案） 

 
(1) 過去の2KR資機材の調達実績をふまえ、入札の実施から業者契約の認証までを3週間、資機材

製作は2ヶ月（肥料）から4ヶ月（農機）、輸送は1ヶ月（EU及び米国等）から3ヶ月（日本）

に設定した。 
(2) 平成16（2004）年度の資機材配布が本格化する前に、平成13（2001）年度の入金記録をもと

に販売台帳を作成し必要となる技術移転を行うとともに、平成16（2004）年度の販売台帳を

作成し平成16（2004）年度資機材の販売にかかるモニタリング体制を構築する。 
(3) 平成16（2004）年度のコミッティ及び連絡協議会において本ソフトコンポーネントの成果を

確認する。 
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